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戦後日本の統　戦線運動

塩田庄兵衛

は　じ　め　に

　平和 ・民族独立 ・民主主義 ・国民生活が危機にさらされ，あるいは侵された

とき，広範な人民の力を結集してこれを克服し，新しい局面を切りひらくこと

をめざす政治闘争としての統一戦線運動は，とりわけ１９３０年代いらいの現代史

を特徴づげている。目本でも，天皇制軍部を中心とする侵略戦争とファシズム

的抑圧に反対して，共産主義者や左翼杜会民主主義者を中心に統一戦線運動が

企図された。この力量は，当時の歴史的条件に制約されて，国際的 レベルから

みて決して強いとはいえたかったが，戦前の国際 ・国内の経験は，戦後目本の

統一戦線運動の培養土として作用した 。

　さて，戦後４０年の目本の杜会運動のなかで，統一戦線はたえず意識され，追

求されてきた。その意味で第２次大戦後の目本の杜会運動を，“統一戦線運動

の時代
’’

という視角からとらえることが可能であると考える。そこで本稿では ，

統一戦線運動がたにを課題とし，どのようた組織化を追求し，次の歴史段階に

たにを遺産として残したかを，戦後史の情勢の変化 ・発展と対応させたがら ，

いくつかの時期に区分してスケ ッチしてみたい。あらかじめ目次をかかげれぱ，，
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　　　　　　　　　　ユ）
という６項目になろう

。

　　１）清水慎二編著『統一戦線論』（１９６８年，青木書店）のｒまえがき」に次のよう

　　　な記述がみられる 。

　　　　ｒ‘統一戦線
’’

という言葉に人は多様な反応を示す。６反共
’’

が身にしみついた

　　　人たら聞いただげでそっぽを向く 。（中略）《政治的》統一戦線は現代世界にお

　　　げる左翼革命勢力の常用語であり ，革命をめざす戦略的任務をになう行動路線と

　　　 して避げて通ることはほとんと不可能な筋道とされている。今日では，このこと

　　　にかんするかぎり ，高度資本主義国であれ後進諸国であれ，ほぼ同様だといって

　　　いい。（中略）統一戦線という言葉はほんらい共産党用語である。（中略）事実
，

　　　統一戦線にかんする嘆治提案を一貫して掲げてきたのは目本共産党だげであった

　　　　　戦後に限られているが一 （中略）だが，本書の執筆にあたったり ，共同

　　　討論に参加したものはいずれも共産党員ではたい。杜会党員と無党派の人たちだ

　　　けである・統一戦線の歴史と伝統からいえぱ異例の書といっていい。（しかし）

　　　筆者（清水）は，わが国の現状では，共産党外の人たちが統一戦線を肯定する立

　　　場でこうした著述にあたることは，あながち目本共産党へのエチケ ットに反する

　　　わげではないと考えた。（中略）現代帝国主義と現代資本主義のもとで，労働組

　　　合戦線の統一がはたして《政治的》統一戦線の不動の前提たりうるのか，はたし

　　　て両者の統一をストレート：な直結関係としてとらえるべきかどうか。（下略）」

　　　　真剣に検討すべき内容を含んだｒまえがき」であると考えるが，ここには当面

　　　必要と思われる部分だげ抜粋した 。

　　　　塩田は統一戦線を積極的に肯定する立場をとる。この立場から，戦後４０年の統

　　　一戦線運動の基本線をできるだげ骨太に概観することを試みたのが小論である
。

　　　できるだげ先学の研究成果や運動諸団体の文献に当ることを心がげたが，その取

　　　捨の理由に立ち入る余裕はここではたかった。結果として日本共産党の提言と活

　　　動に特に注目し，その紹介に多くのスペースを当てることにたったが，それは清

　　　水が指摘するとおりの歴史的事実の自然な反映であると私は考える。多くの人び

　　　との批判と補正を得て，私のスケ ッチが正確で詳密たものに改善されていくこと

　　　を望むものである 。

１　民主人民戦線運動（１９４６－４７）

１９４５年８月１５目の敗戦を境に，目本は大きな転換期を迎えた。アメリカ軍に

よる事実上の単独占領のもとで，ポソタム宣言にもとづいて，占領軍が主導す

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
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るｒ民主化」政策が推進された。１９４６年元旦，天皇は「人間宣言」を発して ，

現人神としての神格をみずから否定し，絶対主義的専制君主の地位を放棄した 。

天皇主権の大目本帝国憲法（明治憲法）にかわ って，主権在民の原理に立つ新

憲法（目本国憲法）が制定 ・施行された（１９４６年１１月３目制定，４７年５月３目施行）。

長い戦争による被害と敗戦による混乱の結果，生産 ・輸送の機能がはなはだし

く低下したもとでイソフレーショソが急激に高進し，大量の失業者が発生し ，

国民生活は飢餓状態にさらされた。伝統的な価値観ははげしく動揺し，崩壊し ，

思想的混迷状態が杜会をおお った 。

　そのなかから戦争中消減していた労働組合が再建され，“嵐のような
’’

勢い

で拡大 ・前進し，農民その他人民諸階層の自主的組織への結集も急速にすすん

だ。 戦前の無産政党各派が合流して１９４５年１１月２目に目本杜会党が結成された

が， それにもまして国民に強烈た印象をあたえたのは，同年１０月１０目を中心に ，

日本共産党が結党いらい２３年ぶりにはじめて合法政党とたり ，公然と活動を開

始したことであ った 。

　目本共産党は再出発当初から民主主義的統一戦線の運動方針をかかげ，１１月

６目ｒ人民戦線綱領」を発表し（ｒ赤旗」再刊第３号，ユ１月２２目付），目本杜会党に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
たいして共同闘争を申入れたが，杜会党は３度にわたってこれを拒否した 。

　１９４６年１月，共産党の指導者野坂参三カミ，１６年問におよぶ海外での活動のの

ち帰国して，党中央委員会と野坂との共同声明であらためて「民主主義的統一

戦線」の結成を訴えた。これと時期を同じくして，戦前からの杜会主義運動の

長い経歴をもつ山川均が，「民主人民戦線」を提唱し，かれを中心に民主人民

連盟の結成へとすすんだ。統一戦線の結成による危機打開 ・政治革新の気運が

急速に高まっ た。

　ユ月２６目に東京目比谷公園でひらかれた「野坂参三帰国歓迎国民大会」には

およそ４万人が参加し，杜会党指導者をふくむすべての発言者が，民主戦線 ・

人民戦線の重要性を強調した。野坂は「民主戦線のために」と題する演説をお

こない，そのなかで「真の愛国者はだれか」という問題を提起した。そして個

人的見解と断わりながら，当面の深刻な危機を克服するために切実に必要とさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）
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れている民主人民戦線の大綱として９項目を提案した。すなわち

　第１に，食糧問題をはじめとする国民生活の防衛

　　　　　　　　　　　　　　　しではら　第２に，現在の政府（進歩党の幣原内閣）の即時辞職を要求すること，および

　　民主人民戦線を土台にした民主主義各党派の連立政府の組織

　第３に，軍国主義的勢力 ・反動勢力の清掃

　第４に，封建的 ・専制的 ・独裁政治制度（いわゆるｒ天皇制」）を撤廃して，民

　　主主義の原則にもとついて憲法を制定すること

　第５に，農民に土地を与えること

　第６に，公共的重要産業の国有 ・独占企業の民主的人民政府による管理

　第７に，８時問労働制の実施と労働者の生活改善

　第８に，中小商工業者の保護

　第９に，戦時利得者の負担による失業者 ・復員兵士 ・戦災者の救済

　以上要するに，ただちに資本主義を打倒して杜会主義を実現しようというの

ではなく ，国民の９５バーセソトをしめる勤労人民の利益と幸福のために，民主

主義的統一戦線を結成して連立政府をつくり ，民主主義的な改革を実現しよう
　　　　　　　　　　　３）
と呼びかげたのであった 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
　一方，山川均が提唱した民主人民戦線の組織運動は次のような経遇を辿った 。

　山川は，１９４６年１月１４目「民衆新聞」紙上で，杜 ・共両党をはじめ全国の大

衆団体に，「人民戦線の捗成が１目おくれることは，民主主義目本の建国が１

年おくれることを意味している」と訴えた（１月１０日付ｒ人民戦線の即時結成を提

唱す」）。 共産党は，この提口昌に積極的に協力する意向を明らかにした 。

　山川が構想した民主人民戦線は，「目本民主化の一線を徹底的に追求しよう

とするすべての政党，労働組合，農民団体，しゅじゅたる文化団体，言論機関

および個人を単一な戦線に動員し，結集したものでたげれぱならぬ」とした

（『日本民主革命論』１９４７年１２月，黄土杜刊，１０３べ一ソ）。

　山川が民主人民戦線運動の推進母体となることを企図した民主人民連盟は ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
４月３目，３００余名出席のもとに結成準備大会をひらき，事実上発足した。し

かし，当時右派が指導権を握っていた杜会党は，左 ・右の意見が対立したあげ

　　　　　　　　　　　　　　　　（４）



　　　　　　　　　　　　戦後目本の統一戦線運動（塩田）　　　　　　　　　　　　　５

く， この運動に不参加を決定した。当初，山川の呼びかけに協力的であった共

産党は，この状況に対応して党としての参加を見合わせ，野坂参三，細川嘉六

らの党員を個人として世話人会に送った。民主人民連盟は多数の民主的大衆団

体が加盟して７月２１目に結成大会をひらいた。しかし，この頃になると事態は

大きく変化しており ，山川と共産党との問も対立関係に転じた 。

　すなわち杜会党が，５月２６目，右派を中心に自党の指導権を前提とする救国

民主連盟の結成を提口昌すると，山川の民主人民連盟はこれに参加することをき

めたのである。共産党は統一戦線運動には参加団体の対等平等の保障，独自性

の尊重が必要との立場から救国民主連盟に参加するわげにはいかず，したが っ

て民主人民連盟にも協力できぬことにたった（杜会党の側は救国民主連盟への共産

党の参加を拒絶し，また民主人民連盟は無党派個人の政治団体に転換したのである）。

　一方，この時期，政治情勢は激動し，大衆運動は高揚し，民主人民戦線の即

時結成を求める声は高まっ た。

　４月７目，民主人民連盟準備会の主催による幣原内閣打倒人民大会に７万人

が参加し，デモ隊が首相官邸を包囲した。４月１０目の総選挙（戦後第１回）で敗

北した後も居すわりを策する幣原内閣にたいする非難が高まり ，杜会 ・共産 ・

協同 ・自由の４党は倒閣共同委員会を結成して政府に迫った。こうして幣原内

閣が総辞職に追込まれたあと，自由党の吉田茂の組閣は難航し，約４０日問，内

閣不在の異常事態がつついた。その間，１１年ぶりで復活した第１７回メーテーで

は， 皇居前広場に５０万人が参集し，「民主人民政府の樹立」ｒ民主人民戦線即時

結成」をふくむ決議が採択され，　「われわれは政府をとりかえなくてはならな

い。 働く者の民主人民政府を打ちたてなくてはならない」と宣言した。つつい

て５月１９目に皇居前広場に３０万人が参集してひらかれた食糧メーデーでも，食

糧危機の解決を政府と占領軍にたいして要求するとともに，「民主戦線即時結

成の決議」が採択された 。

　アメリカ占領軍は目本の支配層に助げ船を出して反撃した。占領軍当局の

ｒアメリカは共産主義を歓迎しない」「暴民テモを許さたい」との表明は大衆

運動を威圧し，杜会党右派の反共主義を激励した。救国民主連盟が提口昌されて ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５）
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民主人民連盟が変質し，民主人民戦線運動にブレーキがかけられたのはこの瞬

問であ った。やがて８月には，労働組合のナショ ナルセソターもそれぞれ総同

盟と産別会議に分かれて結成され，労働戦線の統一は実現しなかった。救国民

主連盟は４６年１２月２目に準備会として発足したが，４７年にはいって杜会党右派

（西尾末広）が保守政党（自由党吉田茂）との連立工作に耽るなかで自然消減し

た。 山川の民主人民連盟も，新党結成運動の試みをみせたのち，４７年５月に解

散した 。

　こうして戦後最初の統一戦線運動の火は４６年５月を頂点に一度消えたように

みえたが，２ ・１ゼネスト闘争とともに再度燃えあがった。すなわち，官公労

働者を中心とする４００万労働者の賃金引上げ要求に端を発した統一闘争が，４６

年暮から新年にかげて高揚し，吉田内閣打倒の政治闘争に発展するなかで，産

別会議，総同盟，目労会議，国鉄労組，東京都労連，杜会党，共産党による吉

田内閣打倒 ・倒閣実行委員会がつくられ，杜会党 ・共産党を中心とする民主人

民政府樹皿を目標にかかげる運動がもり上がった。しかし，マッ カーサー占領

軍総司令官のゼネスト禁止命令でこの闘争が挫折するとともに，戦後第１期の
　　　　　　　　　　　６）
統一戦線運動も消滅した 。

　　２）　日本共産党がかかげたｒ人民戦線綱領」は「赤旗」１９４５年１１月２２目号に発表さ

　　　れ，ｒ天皇制の打倒，人民政府の樹立，ポツダム宣言の厳正実施」など１２項目を

　　　主張しているが，あわせて「人民戦線綱領の提示に際して」が発表された。この

　　　問題に関して『目本共産党の６０年』は次のように記述している 。

　　　　「『人民戦線綱領の提示に際して』では，『この綱領に基く統一戦線組織の結成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わた　　　にさいしては次のことが考慮される。軍事的警察的天皇制の多年に一亘る欺同繭恐怖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　政策のために，今目尚これらの諸綱領こそ，人民解放闘争のための重要且つ不可

　　　欠の目標であることを理解するに至っていない人民層は相当存在している』こと

　　　を考慮し，ｒ民主主義的目標を掲げる一切の諸勢力，諸団体に対しては，反民主

　　　主義勢力との闘争のため統一戦線の結成のために働きかけてゆかねぽたらぬ』と

　　　のべ，『この際，その団体が，ここに提示する綱領の全項目中に理解し得ないも

　　　のがある場合には，我々は綱領全項目を彼等が採択し得たいからと云って，統一

　　　戦線結成の意図を直ちに批棄するべきではなく ，彼等の採択する範囲におげる諾

　　　項目に基づいての統一戦線の結成のためにも努力しなげればならない』とのべ ，

　　　個々の問題での一致にもとづく統一戦線の結集に応ずる用意のあることを表明し

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６）
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　た。これは正しい態度であ った。このよびかけにたいし，西尾末広ら反共右翼杜

　会民主主義者が指導権をにぎる杜会党は，共産党とのいっさいの共闘を拒否しつ

　づけた。」（新目本文庫版　上，１６７ぺ一ジ，１９８３年１１月）

３）　「民主戦線のために」の全文は，『野坂参三選集戦後編』（１９６７年８月，新目

　本出版杜），３べ一ジ以下に収録されている 。

４）民主人民連盟についての研究として，吉田健二稿ｒ民主人民連盟関係資料」
　（『歴史評論』１９７５年２月号），同ｒ民主人民連盟と民主主義擁護同盟」（増島宏編

　『日本の統一戦線 ・上』１９７８年，大月書店，所収），佐瀬昭二郎稿ｒ戦後初期 ，

　共産党の統一戦線論」（同前書所収），神田文人著『目本の統一戦線運動』（１９７９

　年，青木書店），清水慎三編著ｒ統一戦線論』（前掲）などを参考にした
。

５）民主人民連盟結成準備大会で決定された暫定共同綱領は次の１５項目を内容とし

　た 。

　　　　民主人民連盟暫定共同綱領

　　 １旧支配勢カヲ代表 ：■，マタハコレト結託スル政府 ノ貝口時退場，民主主義諸

　　　勢カノ 連立ニヨル民主人民政府ノ実現

　　２．人民ノ 発意二基ク民主的方法ニヨル新民主憲法ノ 制定

　　３．封建的特権勢力及ピ軍国主義勢カノ 掃蕩，国家機関及ビ公共諸機関 ニヲケ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ママ）　　　ル官僚主義及ビ官僚勢カノ 完全ナ解放

　　 ４． 民主人民政府ニヨル独占資本ノ 排除と計画経済ヲ基調トスル経済ノ建設

　　５労働組合ノ発言権ノ強化並二経営参加ニヨル産業民主主義ノ確立

　　６．農村機構ノ徹底的民主化，小作料ノ大幅引下ト金納化，耕作権ノ確立，封

　　　建的土地制度ノ打破ニヨル耕作農民ヘノ土地分与
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（守マ）　　７．中小商工業ノ独占資本，金融資本 ノ支配カラノ 解放遊二中小商工業 ノ救済

　　　ト助成

　　８．大資本家及び大地主ノ 負担ニヨル戦災復興，失業，復員兵士，海外引揚同

　　　胞，傷魔軍人，遺家族ノ救済

　　９．人民ノ最低生活 ノ確保，消費者ト生産者ノ管理参加ニヨル集荷配給機構 ノ

　　　民主化

　　１０．医療ノ民主化，公共医療施設ノ拡充ト人民ヘノ 解放

　　１１．封建的遺制カラノ 婦人ノ 完全ナ解放，妊産乳幼児ノ国家保障

　　１２教育ノ 官僚的統制ノ排除，民主主義ノ原則 二基ク教育ノ内容及 ビ学制 ノ根

　　　本的改革

　　１３民主主義文化施設ノ促進

　　１４．在目朝鮮人，中国人，沖縄人其ノ他異民族二対スル政治的，経済的，杜会

　　　的，文化的活動ノ 自由

　　１５．帝国主義，軍国主義政策ノ絶減，永久平和ト正義二基ク国家体制ノ確立

　　　　　　　　　　　　　　　（７）
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なお，７月２１目の結成大会で決定された綱領は次の７項目を内容とした 。

　　民主人民連盟綱領

１　一切の民主主義勢力を統一し，民主戦線の確立による民主政府の実現

２　政治，経済及ぴ杜会生活のあらゆる部面からの封建主義，軍国主義，官僚

　主義，専制主義的残存勢力の一掃
３． 民主的な統制及ぴ計画を基調とする新経済再建の精力的な推進
４． 勤労階級の生活擁護と産業民主主義の確立
５． 農村民主化の徹底，農村の生活水準の向上
６． 教育の徹底的民主化
７． 国際正義に基く恒久平和確立への積極的な協カ

６）前掲『目本共産党の６０年』は次のように総括している 。

　　ｒ１９４５－４７年の激動期に，国民犬衆のつよい要求がありたがら，民主的た統一

　戦線が結成されたかったことは，労働戦線の民主的た統一に成功しなかったこと

　とたらんで，目本人民の解放闘争を困難にした。アメリカ帝国主義の対目政策の

　基本は，目本におげる民主革命の流産であり ，そのための重要な柱としての反共

　政策は，右翼杜会民主主義老の反共的た姿勢を犬きくはげました。統一戦線の結

　成をはぱんだ最大の障害が，杜会党と総同盟の指導部をにぎっていた右翼杜会民

　主主義勢力の反共主義にあったことは，この２年問のすへての歴史的経過にてら

　して明白である。かれらは，人民の闘争が重要な局面をむかえるごとに，民主勢

　力の統一戦線に反対して，独占資本やブルジ ョア政党との協調 ・連携の道をえら

　んだ。この時期の統一戦線結集への最大の障害は，アメリカ帝国主義の反共声

　明のまえに動揺し，反共分裂主義をむきだしにした，これらの勢力であ った。」

　（上，１７６－１７７べ 一ジ）

２　民主主義擁護同盟（１９４８－５０）

　２ ・１ゼネスト闘争がマッ カーサー占領軍総司令官の禁止命令によっ て挫折

したあと，総選挙で第１党となった目本杜会党は，保守諸政党と政策協定を結

び， 日本共産党との絶縁を声明して，民主党 ・国民協同党と連立して政権につ

いた 。

　１９４７年３月，トルーマソ ・アメリカ大統領は「共産主義封じこめ」の基本政

策を宣言し，ｒ二つの世界」のｒ冷たい戦争」が公然と開始された。第２次大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８）
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戦をつうじて反ファシズム統一戦線運動＝レジスタソスが発展し，終戦直後に

は杜会党 ・共産党の連合政府が成立していたフラソス ・イタリアたど西 ヨーロ

ッバ各国でも，反共攻撃による分裂がひろがり共産党は閣外に追われた。とく

にアジアでは，中国情勢がはげしく動き，中国共産党が指導権をにぎる革命政

権樹立の方向があきらかになるにともた って，日本を「反共防波堤」として確

保するアメリカの意図が露骨にたった。労働戦線にも反共「民主化同盟」の運

動が台頭して，労働組合運動の内部対立が激化し，組織分裂に発展するように

たっ た。

　片山哲杜会党委員長を首班とする
‘‘

保革”連立内閣は，このような情勢に対

応した政治的役割をになった。片山内閣は，イソフレーショソの高進と生産復

興の立ち遅れのもとで傾斜生産方式の政策をとり ，職階制べ一ス賃金制の導入 ・

企業再建整備法の制定なとで労働者に
‘‘

耐乏生活
’’

の継続をおしつけたから ，

１９４７年秋から，全逓の地域闘争を先頭に労働組合の賃上げ闘争が激化した。こ

れにたいし，４８年夏，占領軍の指示にしたがって政令２０１号が公布され，官公

労働者からストライキ権，団体交渉権を剥奪する大弾圧が加えられた 。

　以上のようた情勢のもとで，目本共産党のイニシアチブで新しい統一戦線運

動が展開された 。

　共産党は，同年２月の中央委員会で民主民族戦線の方針を決定し，民主主義

と民族独立を保障し，民族を破滅から救うための統一戦線運動を提口昌した。こ

の申入れを受けた杜会党は，くりかえし共同を拒否した。しかし，杜会党のな

かで少数の有志，すなわち杜会党正統派議員団を名のるクノレープ（のちに杜会党

から分離して４８年１２月，労働者農民党＝労農党を結成した。のち１９５７年に杜会党に復帰）

が賛意を表し，行動を共にした。また，共産党は，産別会議をはじめとする労

働組合や多くの大衆団体に同趣旨の申入れをして懇談会を重ね，賛同者をひろ
　　７）

げた 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
　４８年８月２７目 ，民主主義擁護同盟（民擁同）準備会が結成された。正式の結

成大会は翌４９年７月２目にひらかれた。その加盟団体は９７団体といわれ，「個

人加盟４１３名をふくんだ１，１１３万人の大勢力」と報告された。重複計算を考慮

　　　　　　　　　　　　　　　　　（９）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
しても約１千万人の大組織である。７項目の綱領が採択されたが，それを集約

してスローガソ化すると「生存と自由 ・平和 ・独立」とな った 。

　民擁同の参加者は，この自由 ・平和 ・独立を象徴する白 ・緑 ・赤のご色の

「Ｄ」字の木製バッ ジ（デモクラ ・バツ ジ）を胸につげた。民擁同は政令２０１号

反対 ・公安条例制定反対 ・全面講和促進なとの運動や，４９年４月にパリとプラ

ハで催された平和擁護世界大会に呼応してひらかれた平和擁護目本大会を主催

するなどの運動を組織した。しかし，その組織の実体はさほど強固たものでは

なかった。地方組織つくりも若干進展したが，下部大衆のあいだに根を張った

とはいえなかった 。

　一方・民主勢力の統一を妨げる反動攻勢は激烈であ った。１９４９年夏を頂点に ，

１００万人の首切り「合理化」のドッ ジ・ ライソが強行され，５０年には共産党の

半非合法化 ・朝鮮戦争 ・レットパーシの連打が加えられた。労働戦線は右翼的

に再編成され，５０年７月には反共主義と杜会党支持を宣言して新しいナンヨ ナ

ルセソター・ 総評（目本労働組合総評議会）が結成され，産別会議は衰退した 。

共産党自身も，民主民族戦線を提唱して統一戦線の結成をはかった一方で，情

勢や力関係の主観的な評価から大衆の日常的な要求と闘争を，機械的に権力の

問題に結びつげる地域人民闘争たどの左翼目和見主義の戦術を展開するという

矛盾をもっ ていて，一貫性を欠いていた 。

　こうして民擁同は１９５０年８月に組織を解散するにいたったが，運動の実質は

すでに則年の結成大会のころを頂点に失われていた。しかし民擁同運動をつう

じて，　「独立と平和と民主主義のための民主民族戦線政府」をめざす「人民政

権の母体として」民擁同を位置づげる観点があきらかにされた（１９５０年２月１目

ｒアヵハタ」）点に統一戦線運動の発展上の画期的意義がみとめられる
。

　　 ７）１９４８年６月９目，総同盟をのぞく大部分の労働組合，農民団体など６１団体と目

　　　本共産党，杜会党左派のｒ正統派議員団」，無所属議員，参議院緑風会，第一議

　　　員クラフ議員ら８４人の議員が参加して労農連絡会が組織され，それが民主主義擁

　　　護同盟の母体とた った。そして，８月１７目付で民擁同の結成が提唱された
。

　　　　民主主義擁護同盟結成の提唱（１９４８年８月１７目）

　　　　＜民主主義擁護同盟（仮称）を提唱する＞

　　　　　　　　　　　　　　　　（ユＯ）



戦後日本の統一戦線運動（填田） １１

　政府はマッ カー サー書簡に便乗して官公庁従業員の争議権，団体交渉権を奪う

政令を発し，第三国会でこれを法律化しようとし更に労働諸法規の全面的な改悪

さえも企てている。他方では教育，文化，科学全体の上に進歩に逆行する反民主

的， 反民族的な精神と制度とをおしつげようとしている。これらの動きの全ては

終戦以来人民大衆か閾ってきずいてきた一切の政治的自由と基本的人権までが人

民の意志に反する政治権力によっ て奪い去られようとしており ，わが民族文化が

危機に瀕していることを示すものである 。

　ごく最近では北海道，四国，九州などにおいて公務員法反対のため職場放棄を

もっ て英雄的に闘っている国鉄，全逓組合員の大量検挙が行われた。低米価，天

下り作付，強権供出等の強行により ，今や農民は破減に瀕しつつあり ，これに対

する反対が全国各地でもり上っている 。

　物価引上げをともたう大資本家，地主本位の膨大な国家支出によりイソフレを

促進し，さらに労働者，農民，勤労市民の最低以下の生活費から大衆税をうぼい

とり ，農民中小業者を資金，資材からしめだし，ヤミを基準とした悪税によっ て

その経営をつつけることさえ不可能にするなと ，全人民の生活と生産を破綻させ

る方策が法律と権力をタテに行われているが，これに対して人民各層はそれぞれ

の立場で立上っている 。

　＜な畦このような反動政策がとられるのか＞

　これは民主勢力が弱くたり ，支配勢力が強くなったためではない，反対に最早

や従来の方法だげではその経済的，政治的危機をのりきれなくなった独占資本

が， 地主，官僚，暴力団等あらゆる反動勢力を糾合し，国家権力を人民抑圧のた

めに全力をあげて利用しｒ窮鼠猫をかむ」の暴挙を開始したにすぎない 。

　彼らはまず民主勢力の支柱たる民主的政党と労働組合に攻撃を集中してきた 。

民主的政党と労働組合の活動の自由なくして全人民の権利を保証することはでき

たい。もしもここで民主主義を守り通さなげれは次々と人民の基本的権利はうは

いさられ，目本の民主化は潰滅し，全人民の生活は破壌され，民族の独立を失

い， 全人民は戦争中にもまして奴隷的状態においこまれるであろう 。

　これは明らかに世界の民主主義諸副こよっ て目本に課せられたポソタム宣言と

極東委員会１６原則の基本緒神に反する方向である。さらに人民大衆のみじめな生

活と政治的無権利状態を土台とする侵略的軍国主義の復活であり ，世界平和をみ

だす反民主主義体制の強化，新しいファノスム独裁への道である。これこそ全世

界の民主勢力に対する挑戦ではないか 。

　すでに我が国の民主勢力も戦前，戦時中とは全く異り ，ファシ ョ戦争の災害を

身をもっ て体験するとともに反動勢力を十分に反発しうる実力をたくわえてき

た。 今やアソアにおいても，ヨーロヅハにおいても，アメリカにおいても民主勢

力は日とともに偉大なる発展をとげている。わが国の民主勢力が支配階級の分裂

　　　　　　　　　　　　　　（１１）
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　　策動に断固反対して一致団結するたらぱ，必ずや全人民の民主的権利の擁護は

　　確保され，全世界の民主勢力はわれわれを全面的に援助するであろう 。かくして

　　のみ平和を守り ，全人民の念願たる講和会議の促進，民族の完全独立が達成され

　　　る。この反動勢力の攻撃に対抗してあらたに生活権確立共闘委員会，不当弾圧共

　　同防衛委員会，目本文化を守る会などが生れている。地方では北海道，青森，長

　　野，新潟をはじめ１０数県にわたって，これらの組織が単たる組合の共同闘争機関

　　の域を脱して，全人民的た政治的に一段とすすんだ民主主義擁護の組織に成長し

　　つつある。いまや反動勢力は民主勢力の全国的同盟体が未確立のスキに乗じて猛

　　威をたくましくせんとしている時，ナチスの台頭を前にしたドイツの民主的政党

　　　と民主的団体の分裂と騰踏の二の舞を演じてはならたい。ここにおいて

　　　１．人民生活の安定と向上（生活擁護）

　　　１　民主主義擁護（基本的人権の擁護）

　　　１．民族産業の擁護

　　　１．人民文化教育の擁護

　　　１．世界平和の擁護

　　　１　祖国の完全独立講和会議促進

　　　１．選挙を通じての国会の民主化

　　等を熱望する労働者，農民，勤労市民，文化人，科学者，技術者，学生，中小商

　　工業者，進歩的産業資本家，一切の戦争犠牲者その他男女老若を間わず，又信

　　仰，党派にかかわりなく ，団体も個人も一つの同盟体を１目も早く組織したげれ

　　ばならぬ 。

　　　＜この同盟体をいかにして組織するか＞

　　　その基礎はこの彬をあらゆる職場に，部落に，町に，地方に確立し，それを全

　　国的に結集することである。しかしもはや下からの組織の自然成長のみをまっ て

　　いることはできたい。いまや中央においても民主的諸政党，労働組合，農民組

　　合，協同組合，中小業者団体，文化団体，生活権確立共闘，不当弾圧防衛共闘 ，

　　日本青年会議などあらゆる民主的諸団体，その地方組織，地方の民主主義擁護の

　　団体，あるいは個人をもふくめて一つの全国的同盟体たるｒ民主主義擁護同盟」

　　　（仮称）を速やかに結成せねぽたらたい時がきている。これはすでに全国各地に

　　おいて成長しつつある諾組織の貴重な体験を交換し，全体としての組織，統一

　　的，計画的運動を一段とおしすすめるであろう 。

　　　 この同盟体に人民各層の当面するあらゆる功実た問題をもちこみ民主的協議と

　　納得の上でたがいに最善の力をかたむげようではたいか。そのために来る第ゴ国

　　会の開会前を期して大衆的結成準備大会を開催したいと思う 。愛する祖国と全人

　　民の将来をおもう念願から，あえて提唱する所以である 。

　　　願わくぽ速やかに御賛同を賜り，積極的な御連絡と御協力を期する次第であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１２）
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　る 。

　　　１９４８年８月１７目

　　　　　　　　　提唱世話人会（連絡先参議院無所属懇談会内労農連絡会気付）

　　日本私鉄労働組合総連合，全日本印刷出版労働組合，全国官庁職員労働組合協

　　議会，全石炭産業労働組合，全目本電気工業労働組合，全目本機器労働組合 ，

　　全目太金属産業労働担合準備全，全目太自動車産業労働組合，全目太進駐軍傭

　　員労働組合，全目本産業別労働組合会議，在目本朝鮮人連盟，全国学生自治連

　　合会，目本青年会議，全国婦人代表会議，目本機関紙協会，目本民主主義科学

　　者協会，目本民主主義文化連盟，生活権確立共闘委員会，目本杜会党正統派議

　　員団，無所属懇談会議員有志，目本共産党，中国研究所長　平野義太郎，民科

　　幹事長　渡部義通，文連書記長　松本正雄

　　たお民擁同の研究としては，吉田健二稿前掲「民主人民連盟と民主主義擁護同

　盟」および同稿ｒ民主主義擁護同盟の分析」（労働運動史研究会編ｒ目本の統一

　戦線運動』，１９７６年６月，労働旬報杜）がある 。

８）共産党は民主民族戦線をつぎのように定式化した 。

　　ｒ民主民族戦線は民主主義の徹底と人民生活の安定と向上，民族の自由独立の

　方向で一致する限り ，目本のあらゆる階層と手を携えて進む共同の大戦線であ

　る」ｒ国民の大多数の基盤に立つ民主民族戦線を結成するために，共産党ととも

　に各労農 ・市民 ・文化 ・婦人 ・青年団体が杜会党の容共純正左翼をふくむ大きな

　共同への運動をすすめることである。この民主民族戦線が結成されるならぱ，そ

　れは選挙に際しても大きた威力をはっきして民主民族戦線政府をつくり得るよう

　な大きた進出をすることができよう 。この道こそが民族の危機を救い，生活の破

　滅を救う唯一の正しい道である」ｒ『民主民族戦線政府』のスローガソは人民の為

　の自主復輿，世界平和の大目的をむくむ救国の運動である。それは新しい人民の

　国家建設の大運動である」（「現政局と民主民族戦線」，「アカハタ」４８年２月１７目

　付主張）。

　　そして民擁同準備会の結成をｒアカハタ」はつぎのように意義づげた（４８年８

　月３１目）。

　　「民主主義擁護同盟準備会の結成は，わが国革命におげる一個の歴史的た事件

　である。戦後３年の経験と成長の中から，人民の闘う統一戦線がここに第１歩を

　ふみ出した。崩かいの危機を切りぬげる道を，売国とファシズムに求める反動権

　力に対し，ここに民主主義の勝利と民族独立への戦線を組んだ。戦後の歴代内閣

　を倒したのは明らかに人民の運動と圧力であ った。だが，常に保守勢力に権力を

　にぎられてきた。このため人民生活と産業とは耐えがたく破たんし，民族の独立

　は失われようとしている。この危機を打開するためには，人民の政治を確立する

　以外にはない。その力は，すでに人民の中に成長しつつある。ただ一つ，人民の
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　　統一戦線の結成と勝利が欠げていたのである 。」

　９）民擁同の綱領

　　　１　基本的人権と民主主義を擁護する 。

　　　２．人民大衆の生活の向上と安定をはかる 。

　　　３　平和産業と民主的文化 ・教育を発展させる 。

　　　４．講和条約をはやめ，目本の完全独立をはかる 。

　　　５．　 ファシズムに反対し，あくまでも平和をまもる 。

　　　６．すべての人民勢力の協同と統一をはかる 。

　　　７．世界の民主勢力と提携する 。

付論　京都民統会議

　戦後第一の反動攻勢の波に民擁同の統一戦線運動が呑みこまれて，革新勢力

の陣地が崩されていった時期に，京都では地域的統一戦線によっ て市長選挙 ・

知事選挙で革新首長を当選させるという ，歴史の逆流を乗りこえる画期的なで

きごとがおこっ た。

　もともと京都は，河上肇 ・山本宣治らの名前に象徴される革新的伝統の強い

土地柄であった。戦後いちはやく ，労働戦線統一をめざす動きが１９４６年１月 ，

全京都労働組合統一会議準備会（労統）をうみ出し，この共闘組織を軸に各民

主団体が総結集して，民主戦線京都協議会が結成され，それが前述した中央で

の民主人民戦線運動をめぐる複雑な動きのなかで，杜会党の提唱に応じて４６年

１０月に救国民主連盟京都支部が成立し，さらに４７年３月には，京都民主戦線選

挙対策委員会の名で共産党の河田賢治を知事侯補に推薦したというような，地

域の事情を踏まえた統一戦線運動の実績をもっ ていた。民擁同の京都支部もつ

くられた 。

　さて１９５０年初頭，京都市長選挙がおこなわれることにた った。京都の杜会党

と共産党が共同することにたり ，選挙母体として全京都民主戦線統一会議（京

都民統会議）が組織され，全京都の民主団体が総結集した。　１月２５目に市の中

心地四条河原町の公楽会館（現在の高島屋テバートの場所）でひらかれた結成大会
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には７千人が参加し，場外にあふれた。このニネ ノレギー で， ２月８目，高山義

三侯補を市長に当選させた（もっとも高山市長は問もなく自民党陣営に転身するとい

う， その後もたびたびおこるようになった “変節
’’

の先例をつくっ た）。

　ところで，市長選挙のなかで木村惇府知事の選挙違反事件がおこり ，辞任し

たため，ひきつづいて４月２０日に知事選挙がおこたわれるというハプニソグが

発生した。民統会議は元京都大学姪済学部教授蜷川虎二を押し立て，当面は杜

会党公認 ・民統会議推薦の彩式をとっ て選挙をたたか った。蜷川侯補はｒ京都

は目本の顔，世界の顔」「反共は戦争則夜の声である」と唱えて反共主義を乗

りこえる統一戦線を呼びかげ，当選した。以後，７期，２８年にわたって知事の

座を守り ，「憲法を暮しの中に生かそう」の垂れ幕を府庁の正面に掲げ，「京

都は革新の灯台」「目本の夜明げは京都から」のキャッ チフレーズをひろめた

（蜷川は第２期からは無所属の革新統一侯補として出馬した）。

　統一戦線運動の
‘‘

冬の季節
’’

のさなかに，京都で民統会議という地域的統一

戦線運動が成功したことは注目すべきことであ った。もっとも民統会議の組織

実態はかたりルーズたもので，政策協定ももっ ていなかったが，民主勢力が広

範に結集したことによっ て選挙運動の網の目カミひろが って，画期的た勝利をお

さめたのであ った。このことは，１プラス１が２プラスぴの力を生み出すとい

う統一戦線運動の基本原理を実証したものであ った 。

　民統会議は知事選挙につつく６月の参議院選挙をめくっ て杜会党と共産党の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユＯ）
対立から亀裂がはいり ，次第に機能を失ない，やがて自然消減の状態にた った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おやいず　１０）京都民統会議について述べた当事者のユニークな記録として，小柳津恒『京都

　　　民統の思い出』（１９７７年，自費出版）がある 。

３　６０年安保閾争（１９５９－６０）

以上はアメリカ軍占領下の統一戦線運動であ った 。

１９５１年秋，サソフラソシスコ で締結された対目平和条約と目米安全保：障条約

　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ５）
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（旧安保条約）が５２年４月２８目に発効し，目本は名目上「独立国」とたったが ，

実質的には半占領下におかれたアメリカ帝国主義への従属的同盟国として，独

占資本主義の復活 ・強化，軍国主義 ・帝国主義の復活 ・強化の道を歩むという

サソフラソシスコ体制のもとにおかれた 。

　民擁同運動の解体後，統一戦線運動の影は薄くなったようにみえたが，新し

い情勢に応じて新しい目標をかかげて，人民の力を結集する運動は多面的にた

えまなくつづげられた 。

　対目講和間題をめぐっ て， 「全面講和」か「単独講和」かの選択をめぐる議

論が国論を二分してたたかわされたが，南原繁 ・大内兵衛 ・末川博らを先頭と

する知識人などの「全面講和」論は世論の結集に影響力をもっ た。 同時に大衆

的署名運動が展開された。すなわち，１９５１年１月１５目，共産党 ・労農党 ・産別

会議 ・私鉄労連 ・全造船たと４０労組，その他の民主団体によって結成された全

面講和愛国運動全国協議会（全愛協）の署名運動は，このころ国際的に展開さ

れていた原子兵器禁止を求めるストックホノレム ・アピール，ベノレリソ ・アピー

ルの署名運動と結合してすすめられた（４８０万集計）。 杜会党も総評もｒ再軍備

反対，中立堅持，軍事基地提供反対，全面講和実現」の「平和４原則」を決議

して世論をもり上げた 。

　「講和」「目米安保」のサソフラソシスコ両条約の発効にともなう治安体制

強化をはかって上程された破壊活動防止法（破防法）に反対して，５２年春，総

評と中立系組合がストライキ闘争をくりかえしたが，知識人 ・学生がこれと連

帯して行動するという新しい経験をもっ た。 ５３年の内灘闘争から５５－５６年の砂

川闘争にいたる全国各地の軍事基地反対闘争には，地もと農 ・漁民を支援して ，

杜・ 共両党，労働者，学生，知識人らが共同してたたかう経験を積んだ。さら

に， ５４年３月のビキニ環礁でのアメリカの水爆実験による第５福龍丸被災事件

が発端にたって爆発的に高揚した原水爆禁止運動は，３，３００万国民の署名をあ

つめ，５５年８月には原水爆禁止目本協議会（原水協）が主催して原水禁世界大

会が広島でひらかれるという大統一行動が生まれた。同じ時期にｒ生命を生み

だす母親は生命を育て，生命を守ることを望みます」というスローガソをかか
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げて母親大会という新しい性格をもっ た大衆運動も成立した 。

　「５５年体制」と口乎ぱれる新しい時期が展開した 。

　１９５５年，自由党と民主党との保守合同によっ て， 単独で国会議席の過半数を

制して政権を維持しつづげる自由民主党が結成された。サソフラソシスコ両条

約への対応をめぐっ て左 ・右に分裂していた杜会党が，左派の優位のもとに合

同して一体化した。　「５０年間題」の分裂に苦しんでいた共産党が，６全協をひ

らいて極左冒険主義とセクト主義を自已批判し，党の統一回復の基礎をつくり

出した。このように政治勢力は新しい配置についた。経済界は重化学工業を中

心に産業構造を転換しつつ，「高度経済成長」の軌道の上に乗った。総評が中

心にたって賃金引上げの統一闘争を組織する「春闘」もこの年からはじまっ た。

　安保条約の改定による目米軍事同盟の強化 ・日米共同作戦体制の構築が歴史

の次のステ ップの焦点に浮かび上ってきた 。

　１９５７年一５８年，教育への国家統制強化の基盤として，教師への勤務評定を制

度化する攻撃にたいして，目教組は平和教育 ・民主教育をまもる立場から父母

と連帯して勤評反対闘争を展開した。各地に地域共闘が生まれた。５８年秋，岸

信介内閣は警察官職務執行法（警職法）改正案を突如国会に提出した。ｒオイコ

ラ警察の復活反対」「デートのじゃまをする警職法反対」のスローガソをかか

げて，民主主義の危機を憂える運動が全国にもえあがった。警職法改悪反対国

民会議が結成され，大衆的統一行動が組織された。杜会党が指導権をにぎる中

央の国民会議は共産党を排除したが，各地に１，２００にのぼると算えられた地域

共閾会議が組織され，そこでは共産党も加えて共同した。この広範で機敏な統

一行動の力で警職法改正案は国会で審議未了で廃案となった。統一戦線運動の

勝利と評価してよい成果であ った 。

　以上のような運動の蓄積のうえに立って，１９６０年５－６月を頂点とする安保

反対の大統一戦線運動が展開された。それは要約すれぼ次のような運動であ っ
１ユ）

た。

　１９６０（昭和３５）年１月，岸信介首相かワノソトソに飛んで，１９５１年９月に結は

れた安保条約にかわる現行の新安保条約に調印した。この安保条約改定にたい
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して，犬きな反対運動がおこっ た。 安保条約は憲法第９条に違反して日本の再

軍備をすすめ，しかもアメリヵに従属する侵略的軍事同盟として，目本国民の

意思とは無関係にアメリカがおこす戦争に目本をまきこみ，アジアの平和をみ

だす危険性を強くもっ ている，という声が国民の問からあがった。このように

判断する共産党 ・杜会党 ・総評をはじめとするすべての安保反対勢力が結集し

て， １９５９（昭和３４）年３月に安保条約改定阻止国民会議（安保国民会議，１３４団体，

のち１３８団体に）を結成し，その後１年半にわたって２３次におよぶ全国的統一行

動を展開した。国会に提出された反対請願署名は２千万をこえた 。

　そこで政府 ・自民党は，国会内での野党の鋭い追及 ・国会外での大衆運動の

はげしい盛り上りを突破して，新安保条約の成皿を強行することをはかった 。

５月１９目深夜，国会内に導入された警官隊が野党議員を実力で排除し，衆議院

で自民党の単独採決を強行して，新安保条約を
‘‘

承認”してしまっ た。

　ところが，この議会制民主主義のノレーノレをふみにじるクーテター的なやり方

は， 国民の反対運動の火に油を注いだ。平和の危機と民主主義の危機とが一体

のものであることが強く意識され，ｒ安保条約改定反対」のス肩一ガソに「民

主主義を守れ」「岸内閣を倒せ」というスローカソがつげ加わって，戦線は一

挙に拡大した。さらに国会でのスケシ ュールにタイミソクをあわせて，アイゼ

ソハワー・ アメリカ大統領の目本訪問が計画されたので，岸内閣の背後にある

アメリカ帝国主義の影がくっきり浮かびあがり ，　「アイク来目反対」のスロー

ガソがつけ加わり広がった 。

　国会議事堂 ・首相官邸を包囲した抗議テモは，やがてアメリカ大使館にも向

かうようになり ，その人波は最高時には３０数万人にのぼった。全国津々浦々に

組織された２千にのぼる地域的共闘組織の網の目が，“草の根
’’

からこの運動

を支えた。全国それぞれの地域で，さまざまの創意ある運動が展開された。労

働者，学生ぱかりでなく農民 ・中小業者 ・大学教授 ・芸術家，さらに家庭婦人

までが街頭に出て，集会 ・テモ行進に参加した。その大衆行動の観模は史上空

前のものであ った 。

　しかし，その隊列の足並みがピ ッタリ揃っていたというわげではなかった 。
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当時１目本杜会党は，今目とはちがって安保条約改定反対をは っきり１昌え，国

会論戦で政府をきぴしく追及し，大衆運動にも積極的態度をとっ た。 しかし ，

安保１国民会議の指導権を独占しようというセクト主義の態度が目についたし
，

また運動のすすめ方についても左右に動揺した。そして杜会党の右派は，たた

かいの決定的局面で脱落し，民主杜会党（現在の民杜党）を結成して運動にブレ

ーキをかげ，自民党政府をよろこぱせた。これと連動して労働組合のナショ ナ

ルセンター全労会議（現在の同盟の前身）や新産別は，反共主義の立場から安保

国民会議への参加を拒否した。最大のナンヨ ナノレセソター総評は，当時から杜

会党と
‘‘

運命共同体
’’

的なブ ロックを形成していたが，前述したような結成い

らいの闘争経験の蓄積のうえに立ち，労働者の大衆組織としてのエ不ルギーを

発揮して１運動の主力部隊として健闘した。６月４目 ，ユ５目 ，２２目の３回にわ

たっ て， 国鉄労働者を中心に数百万人の政治ストがうたれ，国民に強い感銘を

あたえた 。

　当時，日本共産党は国会にきわめてわずかの議席しかもたず，組織勢力もこ

んにちとは比較にたらぬ小さなものであったが，この闘争を，アメリカ帝国主

義と日本独占資本の「二つの敵」による侵略戦争と民族抑圧，帝国主義 ・軍国

主義復活 ・強化の路線に反対する決定的に重要なたたかいととらえ，独立 ・平

和・ 民主主義 ・生活向上のための民族民主統一戦線の形成をめさして一貫して

全力投球した。そして，この闘争をつうじて共産党は，量的にも質的にも飛躍

的に拡大 ・強化された 。

　ところが，安保闘争の
‘‘

主役
’’

は学生運動であるかのようにマス コミは宣伝

し，一部の知識人もそのように評価した。プこしかに学生の正義感と情熱，機敏

な行動力はきわ立っていて目をひいた。しかし当時，全学連の指導部を占拠し

ていたトロツキストたち（共産主義者同盟を名のる）は，極左冒険主義的な戦術

で学生部隊と警察機動隊との衝突を挑発して混乱状態をことさらにつくりだし
，

大衆的統一行動を妨害し，分裂させる役割を演じ。た。この舞台裏はやがて明る

みに出た 。

　支配体制側は，　 “反安保陣営”のこれらの不協和音を利用することをはかる
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とともに，武装警官隊，右翼暴力団を総動員して大衆運動を攻撃した。その凶

暴性がもっとも露骨に示されたのが６月１５目夜の国会議事堂周辺での惨劇であ

った。　般市民 ・演劇人の平穏なテモ隊を右翼暴力団が襲撃し，さらに学生や

大学教授団への警察機動隊の野獣のようた暴行が徹底して行なわれ・死者１名

と千数百人の重軽傷者がでた 。

　５月２０目未明，衆議院で自民党が単独採決した新安保条約は，参議院では採

決することなく ，憲法の規定を利用して１ヶ月後に “自然成立
’’

したとされ ・

６月２３目に目米両国政府代表が批准書を交換して
‘‘

発効”した。この問の３５目

間が，目本をゆり動かした安保闘争のヤマ場であ った 。

　結局，新安保条約の成皿と批准を阻止する運動目標は達成されたかった・そ

こから
‘‘

敗北論’川挫折論
’’‘‘

前衛不在論
’’

などの否定的評価を唱える者も生ま

れた。しかし幾つかの大きな成果がかちとられた。アイゼソハワー米大統領の

訪目は中止され，国際的に大きな反響を呼んだ。岸内閣は総辞職に追いこまれ

た。 そしてなによりの成果は，労働者階級を中心部隊とする人民諾階層の統一

戦線によっ て， 安保条約を廃棄して独立 ・平和 ・民主 ・中立 ・生活向上の新し

い目本を築いていく展望がひらかれたことであった。それは反帝 ・反独占の民

族民主統一戦線と口乎ぱれるようになった 。

　安保国民会議は，杜会党：総評ブ ロックが指導権をにぎろうとするセクト主

義から，目本共産党を統一行動の方針を協議する幹事団体会議の正揚のメソバ

ーとせず，オブザーバーにとどめるという不公正があり ，また参加団体の全体

会議で運動方針をきめるといった民主的な運営の力量もたかった。そして共産

党が，当初から強く主張していた沖縄返還要求を運動目標に加えることはつい

に受入れなかった。それはいわば多数の参加団体の行動を調整するための連絡

協議機関であり ，統一行動の旗振り役であ って，明確な指導性をもつ機関では

なかった。しかし大衆行動のひろがりともり上りのなかで，運動の節目節目に

開催された全国代表者会議が意志統一の場の役割を演じ，予想もしなかったよ

うな運動の発展のなかで，事実上，杜会党 ・共産党 ・総評を３本柱とする統一

戦線組織として機能するようにたっていった 。
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　ところで運動の発展のなかで共産党は，「岸内閣は退陣し，国会を解散し ，

選挙は岸一派をのぞく全議会勢力の選挙管理内閣でおこなえ」と提唱し，これ

に賛同する意見も政界 ・学界にあ った。しかし杜会党は，議員総辞職戦術で政

府に圧力をかげる方針をかかげ，しかも結果的にそれを実行したかったから ，

選挙管理内閣構想は具体化したかった。なお批准後になって共産党は，ｒ安保

条約反対の民主連合政府」を提唱した。つづいて杜会党は，「護憲 ・民主 ・中

立の政府」を唱えた。それらは当面の目程にのぽる条件はなかったが，政権構

想の提示という統一戦線運動の展望をしめす意義をもっ た。

　共産党は，安保閾争をたたかいぬいたのち，１９６１年７月の第８回党大会で ，

新しい綱領を確定した。そこでは，「現在，目本を基本的に支配しているのは ，

アメリカ帝国主義と，それに従属的に同盟している目本の独占資本である。わ

が国は，高度に発達した資本主義国でありながら，アメリカ帝国主義になかは

占領された事実上の従属国となっている」ととらえ，そこから導き出される展

望として，「現在，目本の当面する革命は，アメリヵ帝国主義と日本独占の支

配　　二つの敵に反対するあたらしい民主主義革命，人民の民主主義革命であ

る」と規定し，この革命を達成するために，「アメリカ帝国主義と日本独占資

本の支配に反対する人民の強力で広大な統一戦線，すなわち民族民主統一戦線

をつくり ，その基礎のうえに独立 ・民主 ・平和 ・中立の目本をきずく人民の政

府・ 人民の民主主義権力を確立すること」を主張した。ｒ綱領」はさらに，「独

立・ 民主主義 ・平和 ・中立 ・生活向上のためにたたかうなかで，労働組合 ・農

民組合をはじめとする人民各階層の大衆的組織を確立し，ひろげ，つよめると

ともに，反動諸党派とたたかいたがら民主党派，民主的な人びととの共同の団

結をかため，民族民主統一戦線をつくりあげる 。

　アメリヵ帝国主義と目本独占資本の支配に反対するこの民族民主統一戦線は ，

労働者階級の指導のもとに，労働者 ・農民の同盟を基礎とし，そのまわりに勤

労市民 ・知識人 ・婦人 ・青年 ・学生 ・中小企業家 ・平和と祖国を愛し民主主義

をまもるすべての人びとを結集するものである」と重ねて表明した 。

　こうして目本共産党はそれ以来こんにちまで，統一戦線運動を戦略的課題と

　　　　　　　　　　　　　　　　（２１）
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して綱領に明記した目本で唯一の政党として，その課題を系統的に追求しつづ

げてきた 。

　ちたみに目本杜会党は，１９５５年１０月に左 ・右が合同した際に作成された綱領

に次の点を明記した 。

　「わか党の本来の任務は，目本資本主義発達の現段階において，その有する

歴史的条件に対応し，この資本主義杜会を民主的 ・平和的に変革し，いわゆる

平和革命を遂行することによっ て， 杜会主義杜会を実現することである。同時

にわが党は，第２次大戦後の目本をめぐる内外の情勢にかんがみて，あらたに

目本の完全な独立の回復と確保という重大な任務をも担当しなげれぱならな

い。」

　ｒわが党の任務の規定は，わが党の性格と構成をあきらかにする。目本杜会

党は民主的 ・平和的に杜会主義革命を遂行する立場から必然的に階級的大衆政

党である。言いかえ汕ま，わが党は，労働者階級を中核とし，農民 ・漁民 ・中

小商工業者 ・知識層 ・その他国民の大多数を組織する勤労者階層の結合体であ

る。」

　このように自已規定した杜会党の綱領は，同時に次のような反共主義の立場

を明らかにして，統一戦線への障害をつくり出した 。

　「共産主義は事実上民主主義をじゅうりんし，人問の個性 ・自由 ・尊厳を否

定して，民主主義による杜会主義と相容れない存在とな った 。」

　「われわれの立場は，戦略として暴力革命を企図する目本共産党と根本的に

異る 。」

　１９５５年に採択された杜会党のこの綱領は，その後も修正されることたく存続

したが，杜会党は６４年の党大会で，その綱領のうえに重ねて新しく綱領的文書

「目本における杜会主義への道」を採択した（６６年の党大会で補強 ・完結）。 そこ

では戦略目標を，民族完全独立の任務をともたう杜会主義革命，と設定し，議

会と大衆闘争との結合による平和的 ・民主的方法でそれを達成することと，労

働者階級を中核とする広範たｒ反独占国民戦線」の形成によっ て， 杜会主義へ

の道を切りひらく過渡的政権の構想が口昌えられた。「道」は次のように説明し
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た。

　「過渡的政権とは，杜会主義政権の確立以前の段階において，それへの移行

接近のために樹立される政府であり ，われわれはこれを杜会党政権と呼ぶ。そ

れはわが党のヘゲモニーの下にあるといへ， 未だ完全な杜会主義政権にまで至

つておらず，その政府の基本的施策は護憲 ・民主 ・中立におかれ，同時に杜会

主義的諸施策も端緒的 ・漸次的に実施される 。

　この政府の構成は，（イ）杜会党の絶対多数の単独政権を基本とする。しかし

そのほかにも，（口）比較多数の杜会党に他の会派の閣外協力による単独政権 ，

い　杜会党と，保守を除く他の革新的会派との連立政権等の移も考えられる 。」

　このように杜会党政権樹立のための反独占国民戦線を構想しているが，統一

戦線的発想とはいえないであろう 。其の後，１９８６年１月に，ｒ愛と知と加こよ

る創造」と題する目本杜会党の「新宣言」が採択されたことにともな って，さ

きのｒ綱領」も「道」も廃棄されたことは改めていうまでもない 。

　このような杜 ・共両党の基本方針のちがいは，安保闘争で実現した統一戦線

運動を継続 ・発展させることの困難と連動した 。

　安保闘争の共闘組織であったｒ安保条約改定阻止国民会議」は，１９６１年３月

に「安保反対 ・平和と民主主義を守る国民会議」として再発足し，大衆運動の

弾圧を目的として自民党と民杜党が共同提案した政治的暴力防止法（政暴法）

反対闘争の推進力とな って，その国会通過を阻止するなどの成果をあげた。し

かし，やがて杜会党＝総評ブ ロックが固執したｒいかなる国の核実験にも反

対」を運動の基本原則とするという主張と核拡散防止条約（部分的核停条約）支

持の可否をめぐる対立が直接原因とな って，１９６３年の原水爆禁止世界大会で原

水協が分裂させられ，杜会党＝総評ブ ロックが原水禁（原水爆禁止日本国民会議）

を別個に組織したことに連動して，安保国民会議は機能停止状態におちい った 。

その後，杜会党＝総評フロヅクは，「安保条約反対 ・平和と民主主義を守る全

国実行委員会」（反安保全国実行委員会）をつくり ，一方，共産党をふくめた統一

戦線を指向する民主団体などで構成するｒ安保破棄 ・諸要求貫徹中央実行委員

会」がつくられ，２つの団体が並止することにな って，全国的挽模での持続的
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な統一戦線組織は存続できたくた った。したがって６０年代後半以降，アメリヵ

原子力潜水艦寄港反対 ・ベトナム侵略戦争反対＝ベトナム人民の解放闘争支援

・目韓条約批准反対 ・沖縄返還要求 ・小選挙区制反対などの全国民的課題につ

いて，杜 ・共両党をはじめ民主諸団体や著名人たとが口乎びかげて，統一実行委

員会をつくっ て大衆行動を組織する，という方式がうまれたが，一時的な統一

行動あるいは１目共闘にとどまっ て持続性をもちえたくたった。原水禁運動も ，

１９７７年に原水協 ・原水禁両組織が，１４年ぶりに統一世界大会の開催にこぎつげ

たが，実質的な統一には道が遠い状況である 。

１１）　くわしくは塩田庄兵衛著ｒ実録 ・６０年安保闘争』（１９８６年，新日本出版杜）を

　みられよ 。

　　 ここでは安保国民会議結成のよびかけの全文と構成団体名簿を資料として紹介

　しておく 。

　　安保条約改定阻止国民会議結成よびかけ（１９５９年＝昭和３４年３月２８日）

　　わが国は，目米安全保障条約とそれにともなう行政協定，ＭＳ　Ａ諸協定によっ

　てアメリカの軍隊の国内駐留を認め，軍事基地を提供してまいりました 。

　　その剛こ朝鮮動乱や台湾海峡の紛争がおこり ，これらの基地は朝鮮や中国に対

　するアメリカの前線基地となって目本が戦争の当事国とたったのであります。

　　守ってもらうための軍事基地が，実は攻めてゆくための基地になっている。こ

　れらの事実は国民の問に重苦しい不安をまきおこしました 。

　　砂川などの軍事基地に反対する闘争のとき，土地を守る農民や労働者，学生に

　対し，日本の政府は警官を動員して梶棒の雨をふらせ，目本人の要求と利益をふ

　みにじっ てまで，アメリカの方針に忠実でした 。

　　私達はこの様なさまざま淀経験を通じてｒ目本の独立が制限され，国民が知ら

　たい問に戦争の当事国とたっている」と云う厳しい現実が，日米安全保障条約に

　よっ て義務づげられていることを身をもっ て理解し，その廃止を要求してきたの

　であります 。

　　今政府は，この安全保障条約を改定しようとしています。改定は，この条約を

　廃止するためにではたくかえってその条約体制を強化する目的で行われるので

　す。改定によっ て， 目本が共同防衛の義務を負い，それによっ て自衛隊の増強や

　核武装が要求されると云うこと，韓国や台湾と同盟して，中国やソ連を攻撃する

　基地を進んでひきうけること，憲法が否定されて民主主義と平和の基調が崩され

　ることと，等々は，目本の運命，民族の将来のために由々しい重大事でありま

　す 。
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　　　　　　　　　　戦後目本の統一戦線運動（塩田）　　　　　　　　　　　　２５

　私達はかつて無責任な軍国主義と軍事同盟が，国民の意志とは別に，戦争を銚

発し中国をはじめとするアジア諸国ならびに目本国民を塗炭の苦しみに追いこん

だことを忘れてはたりません 。

　今，岸内閣が歩もうとしている途が，あの途にあまりにも共通していることを

私達，強調したいと思います 。

　私達は，この様にして日本の平和と民主主義を危機にさらし，国民生活を破壌

する安全保障条約の改定に対しては絶対に反対を致します 。

　私達は，目本の安全保障はいかなる軍事ブ ロックにも加入せず自主独立の立場

を堅持し，積極的な中立外交を貫くことによっ てこそ確保されると信じます 。

　このことは平和憲法をゆがめずに厳守することによっ て実現は可能であると思

います 。

　国民のみなさん！

　私達はこのたび以上の方針を実現するための共闘機関としてｒ安保条約改定阻

止国民会議」を結成することにたりました 。

　全国の各種団体がこの国民会議にこぞって参加される様心から要請致します 。

警職法改悪案を廃案にした，国民の力でｒ安保条約の廃止と改定の阻止」のため

にたち上りましょう 。

　全国の平和を愛する諸団体のみなさん！

　中央の国民会議は３月２８目に結成大会を開きます 。

　安保条約の廃止を要求し，改定に反対するすべての政党，団体をもうらしたこ

の様な会議を各地で組織して下さい。選挙運動の中で，みんたの力が，国民の関

心をよびさまし，国民運動を発展させる様努力しましょう 。

　学者，文化人の人たちとも提携を強化し，私達の闘いを一層前進させて下さ

い。

　労働者のみなさん！

　私達のあいだには安保条約と言うと私達の職場と直接関係がないと言う錯覚が

あります 。

　しかし組合運動を弾圧し，勤評をおしつげ，首切り合理化を達成しようと言う

政府と独占資本の方針が，軍国主義の復活をはかる政策の具体的な現れだと言う

ことをみなさんはよく承知しておられると思います 。

　労働者階級が，この政策を阻止するためにたち上らないならば，岸内閣はなん

の低抗もたしにこの戦争政策を実現させてしまうでしょう 。今ただちに職場の討

論をおこし，４月１５目の職場大会を起点としてみんたの決意をしっかりと一つに

まとめて下さい 。

　そして警職法改悪反対闘争にたち上ったときの様に断固とした実力行使にたち

上り調印を阻止しましょう 。

　　　　　　　　　　　　　　　（２５）
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　　　労働者階級の確信をもっ た闘いこそ，国民の心の支えです 。

　　　　目本杜会党 ・全目本農民組合連合会 ・憲法擁護国民連合 ・目本平和委員会 ・原

　　　水爆禁止目本協議会 ・目中友好協会 ・目中国交回復国民会議 ・人権を守る婦人

　　　協議会 ・全国軍事基地反対連絡会議 ・全目本青年学生共闘会議 ・日本労働組合

　　　総評議会 ・平和と民主主義を守る東京共闘会議 ・中立労組連絡会議

　　　国民会議構成団体一覧

　　　＜幹事団体＞

　　　杜会党，総評，中立労連，平和と民主主義を守る東京共闘会議，平和委員会，

　　原水協，目中国交回復国民会議，目中友好協会，人権を守る婦人協議会，全国軍

　　事基地連絡協議会，全目農，青年学生共闘会議，護憲連合，目本共産党（オブザ

　　 ーバー）

　　　＜参加団体＞（１３４団体）

　　　杜会党，日本共産党，総評，中立労連，平和と民主主義を守る東京共闘会議 ，

　　平和委員会，原水協，全国旅館従組，全百貨，全食品，全生保，全自連，全電

　　通，土建総連，目教組，全国税，全商工，民放労連，全国金属，全蚕労連，全電

　　波，全財務，全税関，炭労，全逓，鉄鋼労連，全目自労，全農林，電機労連，全

　　国セメソト ，全国ガス，新聞労連，国労，全港湾，全医労，私鉄総連，全専売 ，

　　全林野，目高教，全印総連，恩給労組，全司法，全調達，全造船，動力車労組 ，

　　目中国交回復国民会議，目中友好協会，人権を守る婦人協議会，全目農，青年学

　　生共闘会議，護憲連合，全鉱，東電労組，国民文化会議，目本文化人会議，人類

　　愛善会，国際平和協会，民医連，日ソ翻訳出版懇話会，目本中国婦人交流会，杜

　　会主義協会，杜会主義文学クラフ，目本ユ不スコ東凪都委員会，目本アナキスト

　　連盟，仏教者平和協議会，丸山教本庁，中国研究所，国際事情研究会，ジャバソ

　　　・プレス ・サービス，草の実会，中大自治会，全学連，全学新，杜青同，全青婦

　　会議，杜会主義婦人協会，目本アジア ・アフリカ連帯委員会，部落解放同盟，世

　　界連邦促進同志会，目本ヴ ェトナム友好協会，目蓮宗世界立正平和運動本部，ソ

　　ヴニト研究会，平和婦人新聞，全目本学生寮自治会連合，中販連，目の基杜会事

　　業団，掃団連，緑の会，目青協，目中貿促議員連盟，全国大学生協連，全国目本

　　生協連，婦人民主クラフ，くらしの会，新目本文学会，国際平和協会，早大杜

　　研，貿促労協，健康と生活を守る会全国連合会，目生連，私学協，学民協，キリ

　　 スト者平和の会，目本キリスト杜会事業団，目ソ協会，沖縄連，沖縄問題懇談

　　会，中国帰還者連絡会，中国人俘虜殉難慰霊実行委員会，時局研究会，世界経済

　　研究所，世界労働運動研究所，地方議連，目患同盟，全商連，日本機関紙協会 ，

　　民青同，目朝協会，その他

（２６）



戦後日本の統一戦線運動（塩田） ２７

４　地域的統一戦線と革新自治体（１９６０年代後半一７０年代前半）

　安保国民会議が壊れて全国的 ・持続的な統一戦線運動の推進体が失なわれた

状況のもとで，革新自治体づくりをめざす地域的統一戦線運動が展開された 。

すでに１９５０年いらい，「憲法を暮らしの中に生かそう」と唱える蜷川京都民主

府政の経験はつづいていたが，“革新自治体の時代
’’

の画期とた ったのは１９６７

年４月の東京都知事選挙であ った。杜会党と共産党の代表が「政策協定」と

「組織協定」を結び，著名人たちが「明るい革新都政をつくる会」の結成を口乎
　　　１２）

びかけた。広範な民主勢力がブノレーの
‘‘

青空バッ ジ” をシソボルマークに結集

して，長年つづいた白民党都政を打倒して美濃部亮吉侯補を当選させ，１プラ

ス１が２プラスぴの成果を生み出す統一戦線運動の方程式を実証した。美濃部

知事が圧倒的勝利で再選された１９７１年４月には，大阪でも同様の方式でグリー

ンのシソボノレマークに結集して黒田了一知事が出現した。それに先立つ１９７０年

４月，京都府知事選挙では，オレソジのシソボノレマークに支えられて，杜 ・共

を中心に革新統一候補の蜷川虎二が自公民連合を破って６選をかちとっ た。 こ

の方式による革新首長をもつ自治体は全剛こひろがり ，１９７５年４月のい っせい

地方選挙の結果，革新自治体は全国で２０５，そこで生活する人々は約４，７００万

人， 総人口の約４３パーセソトを占めるにいた った 。

　６０年代の「高度経済成長」政策のもとで産業構造 ・階級構成が急激に変化し ，

国民生活のあり方を大きく変えた。公害，過疎 ・過密，都市問題たどの矛盾の

解決をそれぞれの地域ではかろうとする住民運動が活発にな った。住民の直接

の労働と生活の場である自治体は，　「３割自治」ということぱに表現されてい

るように中央政府の強い コソトローノレを受けている側面があると同時に，自治

体首長の権限の発揮によっ て独自の政策を具体化する余地も少なくなかった 。

そこで首長の座を獲得することによっ て革新自治体建設への第１歩を踏み出す

たたかいが杜 ・共両党の共同を中心にもりあがり ，連鎖反応的にひろがった 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（２７）
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革新自治体行政の特徴として，とくに次のようた内容がきわ立った 。

　１．老人 ・婦人 ・障害者 ・子供など「弱者」への福祉行政の推進

　２．公害防止 ・生活環境整備 ・文化財保護の行政

　３　第１次産業 ・中小企業を保護し，地域の産業基盤を独自に構築する行政

　こうしてｒ革新自治体の行政実績は，老人医療費無料化 ・児童手当制度 ・農

産物価格保障制度 ・無担保無保証人融資制度の実施 ・公害対策基本法の全面的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ３）
改正たど，中央政府の施策にも影響を及ぼしてい った。」そのためには地域的

統一戦線が必要であり ，その力の拡大と充実によっ て， 国の政治を動かすまで

に成長することが展望された 。

　しかし，７０年代半ぱ以降，世界資本主義は目本をふくめて「高度成長」から

「低成長」の時代に転換した。不況，人べらし「合理化」，貿易摩擦たとの新

しい矛盾が国民生活を圧迫した。そのもとで支配層は地方財政の危機を攻め道

具に，「反共攻撃」をテ コに革新分断の戦術を駆使して，自公民連合にさらに

杜会党を加える反動連合戦線を形成し，革新自治体の変質，あるいは革新首長

の座の奪回をはかった。こうして１９７８年４月，京都府知事選挙で７期，２８年問

つづいた民主府政が
‘‘

落城
’’

し， つづく横浜市長選では支持政党の配置では自

民・ 杜会 ・公明 ・民杜 ・新自由クラブ ・杜民連の６党連合対共産党１党という

構図があらわれた。翌年，東京 ・大阪でも革新知事の椅子が奪われ，潮流は変

わっ た。 だが，地域的統一戦線に結集した住民の政治参加の経験は，必ずしも

政党の組合わ昔を第一義的条件とはしない住民の革新的結集の新しい局面を開

拓していく土台とな った（京都，大阪の知事選挙で “町衆
’’

選挙が特徴的にあらわれ

た）。

　一面，自治体のあり方，地方選挙の動向は国政の動きの前触れとしての意味

をもっ たから，革新自治体の高揚と退潮の波動は，次にみるような国政 レベル

での各党派の離合集散と連動していた 。

１２）　「あかるい革新都政をつくる会」結成の「よびかけ」　（１９６７年３月１１目）

　　東京に住み，東凪で働く勤労者，中小企業者，農漁民，青年掃人，知識人なと

　犬多数の都民は，都民のくらしと生活環境をよくする都政の実現を心から願って

　　　　　　　　　　　　　　　（２８）
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います。また，東京を，目本の首都にふさわしい，あかるく民主的で平和な都市

にすることは，１千万都民の共通の願いであります 。

　ところが，東京の現実の姿は，私たち都民の希望と（よ遠くはなれています。戦

後２０数年国の政治と東京都政をにぎっ てきた自民党は，汚職，腐敗にまみれた都

民不在の都政をつつげ，都の自治も都民の民主的権利もふみにじ。っ てきました 。

　独占資本と大企業の利益をはかることを中心にしてきた歴代自民党都政のため

に， 都民のための東京は，税金と公害がふえるばかりで，くらしにくい，反動教

育， たいはい文化のうずまく半身不随のマソモス都市にかえられてきました。ま

た， 目本の首都東京は，憲法の平和的，民主的条項に反してアメリカの軍事基地

にかこまれ，ふたたび軍国主義を復活させる足場とたる首都にかえられようとし

ています 。

　一昨年の都議会選挙で，首都の民主勢力と平和と民主主義とくらしの向上をね

がう広範な都民は，自民党を３分の１以下の議席しかもたない少数党に追いこ

み， 都政民主化の重要な一歩をふみだしました。こんどの都知事選挙は，この成

果をさらにすすめ，自民党とそれになれあう政党の都政をうちやぶる非常に重要

な機会です 。

　都民のための明るい民主都政を実現するためには，全都の民主勢力が団結し ，

さらに広範た都民が力をあわせてたたかわなげれぱなりません。これまで革新都

政実現のために，全都の民主政党，労働組合，民主団体をはじめ，幅広い人びと

が努力をつづけてきましたが，いまこそ新しい決意をもっ てたちあがらなげれぱ

なりません。このため，目本杜会党と目本共産党とが協議の結果，都知事選挙に

あたっての政策と共同閾争の体制について協定に達し，美濃部売吉氏はこれを尊

重し，その実現のために努力することを表明しました。このような努力をふま

え， 私たちは，杜会党，共産党，労働組合，民主諸団体，民主的進歩的知識人 ，

文化人を中心とする共同閾争組織ｒあかるい革新都政をつくる会」を結成し，美

濃部亮吉氏を共同推薦候補として都知事選挙をたたかうことを決意しました 。

　くらしを守る清潔で民主的な都政を都民自身の手でうちたてるために，広く１

千万都民のみなさんが，この趣旨に賛同され，われわれとともにたちあがられる

ことを心から訴え童す 。

　　　１９６７年３月１１目

　あかるい革新都政をつくる会よびかけ人

　　大内兵衛，市川房枝，海野晋吉，佐々木更三，佐藤芳夫，中野好夫，野上弥

　　生子，野坂参三，東山千栄子，平塚らいてう ，堀井利勝，松本清張，柳田謙

　　十郎

　東呆都知事選の政策協定

　都政革新はまずきれいな選挙からスタートしなけれぱなりません。４年前の都

　　　　　　　　　　　　　　（２９）
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知事選挙では，保守勢力の側のニセ証紙，怪文書なと多くの不祥事件が起こっ て

おり ，まだ裁判が続げられています。きたるべき都知事選挙には，こうした汚れ

た選挙を絶対に許すことはできません。われわれは清潔な選挙 ・理想選挙の模範

をつくるつもりで，選挙にのぞむことを誓います。同時に正当な選挙活動，政治

活動にたいする不当な干渉と圧迫は，はねかえさなけれぽたりません 。

　都政の基本的なあり方は，勤労者 ・中小企業者 ・農漁民 ・青年掃人 ・知識人そ

の他めぐまれぬ都民の生活と生活環境を守り ，改善する都政でなげればなりませ

ん。 また，目本の首都にふさわしい，清潔で民主的で平和な都政でなげればなり

ません。ところが，戦後２０数年，国の政治と東京都政をにぎりつづげてきた自民

党は，都政を自民党政席の出さき機関と同じようなものにかえ，汚職，腐敗にま

みれた都民不在の都政，都の自治も都民の民主的権利もそこたわれた都政にかえ

ています。独占資本や大企業の活動を保障することに主眼をおき，都民のための

東京を，公害と生活のくるしみや反動教育とたいはい文化のうずまく東思，半身

不随の状態におちいっているぽう大なマソモス都市にかえています。また，目本

の首都東京を，アメリカの軍事基地にかこまれた悲しむべき首都，憲法をふみに
じり ，ふたたび軍国主義を復活させる足場とたる首都に変えています 。

　一昨年の都議会選挙で，進歩的な東京都民は，汚職，腐敗にまみれた自民党を

３分の１以下の議席におとし，都政の民主化と清浄化に重要た一歩をふみだしま

した。こんどの知事選挙は，この成果をさらにすすめ，自民党とそれになれあう

政党の都政をうちやぶる大きな機会です。自民党とそれに同調する政党によっ て

ゆがめられた都政にかわって清潔で民主的で科学的な都政，外国の軍事基地をな

くし平和の鐘を高らかに鳴らす都政をうちたてる道です。このため，全都の民主

勢力が団結し，広範な都民の力を結集してたたかうことが，勝利のかなめです 。

　自民党と民杜党は，民主都政をめざす共産党，杜会党などの民主勢加こたいし

て道理にあわない中傷に力をいれています。いまアメリカのベトナム侵略がいち

だんと凶暴にたり ，自民党政府がこれに積極的に協力して軍国主義復活の足どり

をいよいよはやめていることにてらしても，この悪質狂中傷と分裂工作に一致し

てたたかわないかぎり ，都民の勝利は困難です。もしこれと積極的にたたかうな

ら勝利することができることは，京都市長選挙の実例でもあきらかです 。

　自民党政府のもとでは，都民の活動には多くの限界があります。さし当たって

はその限界内において，またその限界をひろげながら，都民不在の都政を都民本

位の明るい都政に変えなげれぱなりません 。

　１　都民本位の明るい民主都政を（略）

　２　都民の生活を守り生活環境を改善する（略）

　３　物価を安定させる（略）

　４　中小，零細企業をまもる（略）

　　　　　　　　　　　　　　　（３０）
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　５　教育，文化 ・スポーツの民主的発展のために（略）

　６　都財政の民主化と都民のための財源の確保（略）

　７　都民の自治権と民主的権利をまもる都政（略）

　８　都民の平和を守る都政（略）

　共同闘争の体制についての協定

　日本共産党，日本杜会党は，つぎのような体制を確立して共同闘争をつよめ ，

都知事選挙の勝利をめざしてともにたたかうことに意見の一致をみました 。

　ユ．　「あかるい革新都政をつくる会」について

　　（１）自民党とそれに同調する政党によっ てゆがめられた都政にかわって，清

　　　潔で民主的で科学的な都政，外国の軍事基地のたい平和な都政をうちたて

　　　るために「あかるい革新都政をつくる会」（以下ｒ会」と略す）を結成し

　　　ます 。

　　（２）このｒ会」は，杜 ・共両党および広範な労働組合，民主団体，個人を結

　　　集し，美濃部侯補と杜 ・共両党が協定した政策を支持し，「あかるい革新

　　　都政」の実現をめざす共同闘争の組織とします 。

　　　　同時に，ｒ会」は，美濃部侯補を推薦する選挙法上の確認団体とします 。

　　（３）このｒ会」の機構はつぎのとおりとします 。

　　　け）代表委員若干名をおき，そのうち３名を常任代表委員とします 。

　　　（口）幹事若干名をおきます。幹事会は参加団体と個人の総意を尊重して運

　　　　営され，ｒ会」の目的を遂行するために必要た基本事項を討議し決定し

　　　　ます。幹事会は週１回定例制とします 。

　　　い　 ｒ会」の運営はすべて満場一致を原則とし，参加団体の自主性を尊重

　　　　し，独自活動を強化します 。

　２．（！）幹事会から委任された杜 ・共両党は常時連絡会議をもち，そのもとに

　　　事務局を設置し，選挙活動を推進します 。

　　（２）事務局を第１選挙事務所におき，事務局長を杜会党，次長を共産党から

　　　出します 。

　　　　事務局の業務は，すべて事務局長と次長の合意にもとづいて執行されま

　　　す 。

　　（３）事務局の活動に必要な機構をもうけます 。

　３．共同デスクについて

　　　ｒ会」の機関紙を発行するために，共同デスクをもうけます。共同デスク

　　 の編集委員は「会」の幹事会の承認をえて，７名で構成し，杜 ・共連絡会議

　　のもとで活動します 。

　４．選挙事務所について

　　　第２選挙事務所は共産党，第３選挙事務所は杜会党の責任において，それ
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　　　　ぞれ運営し，相互に協力します 。

　　　５．選挙資金について

　　　　　選挙に必要な資金は団体および個人からひろくカソパをつのり ，清潔な選

　　　　挙をおこたいます 。

　１３）松野光伸稿「革新自治体と地域統一戦線」（前掲，増島宏編『目本の統一戦線』

　　下，２０６ぺ一ジ）。

５　全国革新懇運動（１９８０年代）

　　「５５年体制」は，自民党と杜会党との２大政党の政権交代による政局の安定

をはかることを謹っていたが，杜会党は自民党の２分の１の国会議席の壁を破

ることができず，むしろ長期低落傾向がつづき，しかも民杜党の分離 ・共産党

の進出 ・公明党の出現などで多党化現象がすすみ，結局「５５年体制」はかげ声

だげで定着しなかった。そして自民党の支持率も低下し，７０年代はじめに与野

党伯仲の政治情勢があらわれ，とりわげ目本共産党の党勢拡大と議会への進出

が目立ち，連合政権論議が活発化した。共産党は７１年１月，真の革新統一戦線

をつくるために必要な最低限の原則として「革新３目標」を提示した
。

　第１　目米軍事同盟と手を切り ，目本の中立をはかる 。

　第２　犬資本中心の政治を打破し国民のいのちとくらしを守る政治を実行す

　　る 。

　第３　軍国主義の全面復活 ・強化に反対し，議会の民主的運営と民主主義の
　　　　　　　ユ４）
　　確立をめざす 。

　宮本顕治委員長（当時）は，「わが党は，この３点に賛成する勢力とたらい

つでも手をつなぎ，共闘もやり持続的な統一戦線をつくっ ていきたい」と語 っ

た。 これは６１年綱領の「党は，人民を民族民主統一戦線に結集し，その基礎の

うえに政府をつくるために奮闘する。この政府をつくる過程で，党は，アメリ

ヵ帝国主義と目本独占資本の利益を代表する政府の打倒のために一貫してたた

かうが，かれらの支配を打破していくのに役だつ政府の間題に十分な注意と必

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３２）
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要た努力をはらう 。そして，一定の条件があるならぼ，民主勢力がさしあた っ

て一致できる目標の範囲でも，統一戦線政府をつくるためにたたかい，民族民

主統一戦線政府の樹立を促進するために努力する」という規定の具体化であ っ

た。 すなわち，“ よりましな政府
’’

の実現をはかる方針であ った 。

　一方，７０年６月の民杜党西村栄一委員長の反共野党再編論をうけた形で，民

杜・ 公明 ・杜会３党の連合をめざす動きがすすんだ。民杜党のイニシアチブに

よる野党再編の動きは，労働組合右派幹部による労働戦線の右翼的再編の動き

と一体となってすすめられた（この
‘‘

労働戦線統一’’ の運動は，総評を動揺 ・

右傾化させながら，同盟路線が主導する反共主義と労資一体化路線の全民労協

（１９８２年１２月，全目本民問労組協議会）にひとまず結実した。これに対抗して，「資

本からの独皿 ・政党からの独立 ・一致する要求にもとつく行動の統一」の３原

則を労働組合運動の原点とする勢力は統一労組懇（１９７４年１２月，統一戦線促進労

働組合懇談会）に結集して，新しい階級的ナノヨ ナルセソター結成にむかって運

動を発展させた）。

　７２年１２月総選挙で３９議席を獲得し，野党第２党に進出した共産党は，７３年１１

月の第１２回大会で，「民主連合政府綱領についての目本共産党の提案」を採択

して，当面の連合政府がめざす政策内容を示した。これは６０年安保闘争のなか

から浮上した連合政府の提唱を，具体的な政策内容を盛った政権構想に本格化

したものであ った。そして共産党は各界によびかけて「革新統一戦線と革新違

合政権」をテーマにする開かれた懇談会をくりかえし開催し，また「救国 ・革

新の国民的合意のよびかげ」にもとづく各界との対話 ・交流を全国的に展開し ，

趣旨の浸透をはかった 。

　このような状況と連動して，杜会党のｒ国民連合政府」，公明党の「中道革

新連合政府」，民杜党の「革新連合国民政府」なとの政権構想が発表され，相

互の路線批判が活発に展開され，連合政権論議の花ざかりの季節とたった。自

民党は反共攻撃に焦点を絞って「自由杜会を守れ！」と口昌えるキャソペーソを

展開した。民杜党 ・公明党の反共主義は明白であったが，杜会党の構想は共産

党のそれと内容的に共通点も少なくなかったから，両党間では立ち入った議論

　　　　　　　　　　　　　　　　（３３）
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が展開された。そして両党首間で，革新統一戦線について前向きの協議をつづ

ける趣旨の合思文書が３回にわた って交わされた（１９７６年４月，７７年６月 ，７８年

６月）。

　しかし，同時に杜会党は，野党第１党の立場から反自民の全野党共闘の実現

をめざすと唱えて，杜 ・共統一戦線の方向に具体的に踏み出そうとしなかった 。

こうして，７０年代に政党問で統一戦線の運動化 ・組織化はおこなわれぬままに

１９８０年代を迎えた
。

　なおその問に１９７５年７月２７目に，「目本共産党と創価学会との合意について

の協定」が発表された。それによると「目本の将来のため，世界の平和のため ，

そしてたによりも大切な目本の民衆 ・人民のために…… 創価学会は，科学的杜

会主義 ・共産主義を敵視する態度はとらない。目本共産党は，布教の自由をふ

くむ信教の自由を，いかなる体制のもとでも，無条件に擁護する 。…・・ 人類の

生存を根底からおびやかす核兵器については，その全廃という共通の課題にた

いして，たがいの立場で協調しあう 。…… 双方は，目本に新しいファシズムを

めざす潮流が存在しているとの共通の現状認識に立ち，たがいに賢明た英知を

発揮しあって，その危険を未然に防ぐ努力を，たがいの立場でおこなう。同時

に， 民主主義的諸権利と基本的人権を剥奪し，政治活動の自由，信教の自由を

おかすファンズムの攻撃にたいしては，断固反対し，相互に守り合う」との趣

旨が，則年，１９７４年１２月２８目に両組織代表の問で協定されたということであ っ

た。 しかしこの画期的なｒ共創協定」は，公明党と創価学会内部からの強い反

対・ 妨害で，公表後目ならずして実効を発現しないまま死文化した 。

　７０年代後半から資本主義の矛盾の激化を反映して支配層の大企業優先 ・軍拡

の路線は露骨にたり ，戦後第２の反動攻勢と特徴づげられる局面が展開した 。

そのなかで労働戦線の右翼的再編成の促進 ・総評の地盤沈下と右優化に連動し

て， 杜会党路線の決定的な右翼的転換がおこっ た。

　１９８０年１月，杜会党は公明党との問で，安保条約 ・自衛隊当面容認を含む連

合政権構想に正式に合意し，政治原則に共産党の除外を明記した（公明党は民杜

党とｒ中道連合政権」構想について合意協定を結んでいたから，客観的には反共 ・杜公
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民連合戦線が移成された）。 それまで杜 ・共両党の代表の間で交わされた統一戦

線についての合意を反故にされた共産党は，杜会党は決定的に右転落し，党史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
に歴史的汚点を印したときびしく批判した。“革新の分断と退潮”と評された

この新しい政治情勢のもとで，共産党のイニシアチブで新しい統一戦線運動と

　　　　　　　　　　　　１６）
して革新懇運動がはじまっ た。

　ユ９８０年４月，大阪で開催されたｒ進歩と革新をめざす大阪懇話会」がその第

１歩であ った。４７都道府県すべてにつぎつぎに，それぞれの個性的名称をもっ

た革新統一懇話会が結成され，翌８！年５月２６目には，全国革新懇（平和 ・民主主

義・ 革新統一をすすめる全国懇話会）が結成された。政党としては共産党だけの参
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ７）
加で，各界の個人 ・団体が政治的立場を超えて３９０万人結集した。そして「こ

の会は，結成総会の『訴え』にもとつき，平和 ・民主主義 ・生活向上をめさし

て， 政治の革新と革新統一を実現するために，自由に話し合い，討論し，必要

た協力 ・共同をすすめることを目的とします」と申し合わせた 。

　そして全国革新懇は，翌８２年１１月２２目，３つの「共同目標」を提起した 。

　１．軍備拡大や大企業 ・財界の利益のために国民のくらしを犠牲にする臨調

　　路線に反対し，軍事費の削減と福祉 ・教育の充実を実現すること 。

　２　憲法改悪をはじめ軍国主義復活のあらゆる策動，金権 ・腐敗勢力の政治

　　支配に反対し，自由と民主主義を守る清潔 ・公正た政治を実現すること 。

　３．核兵器の全面禁止を緊急課題として，レーガソの限定核戦争構想への協

　　力 ・加担に反対し，日本を核戦場にする日米軍事同盟をやめ，非核 ・非同

　　盟 ・中立の目本をめざすこと 。

　そして，対話と懇談だけでなく ，「共同の活動の提起 ・推進」を重視するこ

とを明確にして，討論もし行動もする政治革新をめさす運動体の方帥こ前進し

はじめた。“草の根から革新の風を！”をスローガソに全国各地に組織の網の

目をひろげることが目標とされた。１９８６年５月２６目，結成５周年を迎えた世話

人会総会では，各界個人３万３千人 ・団体２
，７００，全構成員は４３５万人 ・地域

革新懇は３３７と報告された。この革新懇運動のなかで常に問題とな ってきたの

は， 反共主義へのこだわりをいかに乗りこえるかということであり ，なお今後
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の課題である 。

　革新懇運動は，中曽根流のｒ戦後政治の総決算」路線と正面から対決する立

場にあるが，その諸課題のなかで，核兵器廃絶の運動は特別の大きさと緊急性

をもつ間題として力点がおかれてきた。この立場から全国革新懇は，８６年５月

に結成された「非核の政府を求める会」に参加を決めた 。

　１４）共産党は１９８５年１１月の第１７回大会で，このｒ革新三目標」を次のように補正し

　　　た 。

　　　　第１　目米軍事同盟と手を切り ，真に独立した非核 ・非同盟 ・中立の目本をめ

　　　　　ざす。

　　　　第２　大資本中心，軍拡優先の政治を打破し，国民のいのちとくらし，教育を

　　　　　守る政治を実行する 。

　　　　第３　軍国主義の全面復活 ・強化，目本型ファツズムに反対し，議会の民主的

　　　　　運営と民主主義を確立する 。

　１５）　 このニュー杜会党の到達点を示したものが，１９８６年１月の第５０回大会で採択さ

　　　れたｒ愛と知と加こよる創造」と題するｒ目本杜会党の新宣言」である。それ

　　　は，さきに紹介した党綱領や杜会主義への「道」を廃棄処分にし，「日本杜会党

　　　が新生」することを謹い，「日本杜会党の担う連合政権」を「杜会主義を発展さ

　　　せる不可欠の担い手」と位置つげ，「目本杜会党は，憲法完全実施をめさすとい

　　　う合意，および改革の政策が一歩でも前進する見通しを前提とし，どの政党との

　　　政権関係にも積極的に対応する」と唱え，「目本杜会党，そのイメージは，すん

　　　だブルーと深紅のバラ。／ブルーは，未来と明るさと清潔さ。／深紅のバラは，愛

　　　と知と力。／この宣言に，人類の未来と目本国民の幸せがこめられている。」と結

　　　んだ。このきらびやなパフォーマソスにたいする異議は，次の大会決議を付録す

　　　ることによっ て処理された 。

　　　　ｒわれわれのめざす政権は，自民党にとっ てかわる杜会党の政権であるが，同

　　　時にわれわれは，わが党を中心とする連合構権の樹立に全力をつくす。したが っ

　　　て，安易な保革連合はとらない 。」

　１６）　日本共産党の第１５回大会決議（１９８０年２月）はｒ革新統一戦線結集をめざし
，

　　　革新統一懇談会の結成を」口乎ぴかげた 。

　　　　ｒ第１５回党大会は，杜会党が革新の大義を捨て変質した今目の状況下で革新統

　　　一戦線の結集を積極的に推進する見地から，日本の民主的再生をねがう各界の民

　　　主的諸団体 ・民主的な人ひとによひかげ，革新統一を語り要望し，そのために共

　　　同して行動する自由な連絡，共同の場として，革新統一懇談会を全国的 ・地方的

　　　に組織することを提唱する 。」
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　　さきに宮本顕治共産党委員長（当時）は「どのようにして１９８０年代を革新連合

　勝利への道にするか一すべての革新勢力に建設的対話と討論を呼びかげる」と表

　明していた（ｒ赤旗」１９７９年８月２１目付）。

　　　ｒ目本共産党にかんしていえぱ，綱領に統一戦線構想をかかげて重視している

　わが国の唯一の党であり ，第７回大会（１９５８年）いらいの党の歴史はこの方針の

　貫徹のための努力につらぬかれている。統一戦線の結集は，わが党にとっ てたん

　なる一時的戦術的なものではたく ，そのうえに民主連合政府の樹立を期す戦略的

　構想として，綱領の骨格の一つである。憲法改悪阻止，小選挙区制阻止や各地の

　革新自治体の誕生その他，この２０年問の日本の政治史におげる革新勢力の共同の

　勝利は，政治思想 ・信条の相違をのりこえて，共同の目標に結集した諸勢力の共

　同の成果として記録される 。」

ユ７）進歩と革新の歴史をひらくために「平和 ・民王主義　革新統　をすすめる全国

　懇話会」の発足にあた って（１９８１年５月２６目）

　　全国のみなさん

　　私たちは，き ょう全国各地から東京に集まり真剣な論議のあとｒ平和 ・民主主

　義 ・革新統一をすすめる全国懇話会（略称 ・全国革新懇）」を結成しました 。

　　目本の国民は，戦後３６年，敗戦の焼け跡からたちあがり ，平和と民主主義の目

　本をつくりあげるために努力してきましたが，いま私たちの国は再びいまわＬい

　軍事大国化の道を急テソポですすみつつあります。多くの人びとは，このままで

　はたいへんなことになる，なんとかしなけれぱ，と心を痛めています。このよう

　なときに，全国革新懇が結成されたことは，人びとの心に希望と生きがいの灯を

　ともし，わが国の進歩と革新の事業に新しい展望をきりひらく ，歴史的た出発点

　となるものと確信します 。

　　全国のみなさん

　　今目，激動する世界情勢のなかでわが国の政治の動向はまことに重大でありま

　す 。

　　アメリカの原子力潜水艦のあて逃げ事件や目米合同演習によるはえたわ切断事

　件などが，全国民に大きな衝撃をあたえています。また，沖縄，岩国たどの米軍

　基地に核攻撃部隊が配備されていること，横須賀，佐世保などへ核艦艇カミ寄港し

　ていることがかねてから問題になっていましたが，今回のライシャワー発言など

　によっ て自民党政府がｒ核をもちこまない」と２０年来いってきたことがまっ たく

　国民をあざむくものであることがはっきりしました。目本が “核の傘”のもとで

　の目米安保条約にしぽられていることの危険性はいよいよ明白になってきまし

　た。しかも自民党政府は，今回の目米共同声卿こよってレーガソ政権の世界戦略

　に公然と加担し，日米軍事同盟の攻守同盟化に大きな一歩をふみだし，日米共同

　作戦の本格化と自衛隊の増強，軍事費拡大の道を急速にすすめています。いまこ
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　　そ非核３原則を厳守し，法制化せよ，目米安保条約を問い直せという声が，大き

　　な世論になろうとしています 。

　　　政府 ・自民党は，解釈 ・明文双方の憲法改悪の策動もいよいよつよめていま

　　す。自民党は，今年の９月を目標に，改憲草案の作成を決定しました。さらに政

　　府はｒ有事法制の研究について」のｒ中問報告」を発表し，戦時だげでたく平時

　　にも自衛隊が土地の強制収用や民問人の徴用ができるようにすることなど，軍事

　　　ファシズムヘの意図をすすめています。また徴兵制の復活や，教科書のｒ国定

　　化」 ・国防教育の導入 ・「君が代」の国歌化，文化の反動化，靖国神杜公式参拝と

　　国営化，機密保護法の制定，参議院選挙制度の改悪，小選挙区制導入のねらいな

　　　ど，自由と民主主義にたいする全面的な攻撃をくわえています 。

　　　国民の生活もおびやかされています。公共料金 ・独占価格の大幅値上げ，財政

　　破綻の犠牲を国民に押しつげる大増税，福祉の切り下げ，物価上昇に追いつかぬ

　　低賃金，労働強化，農漁民の経営危機，中小商工業者の戦後最高の倒産記録，失

　　業の増大淀どの重圧が国民のうえにのしかかっています。あいつぐ原子力発電所

　　の事故かくしも無責任きわまるもので，国民の生命も危険にさらされています 。

　　　 このように，自民党を中心とする反動勢力は，反国民的な政治を露骨に推進し

　　ています。これにたいして，野党のたかには，自民党のこの路線に積極的に同調

　　　し協力している党もあれぱ，革新を口にしたがらこの路線に引きずりこまれよう

　　　としている党もあるたど，革新統一をめぐる情勢はきわめて複雑です 。

　　　全国のみなさん

　　　私たちは，わが国のこのような危険な状態を，手をこまねいて見すごしている

　　わけにはいきません。革新と統一への意思をもつものの話しあいと協力が今目ほ

　　　ど求められているときはたいと思います。

　　　いまこそ，進歩と革新をねがう各地の懇話（談）会や中央諸団体，個人が，そ

　　れぞれの思想，信条，政治的立場のちがいをこえ，対等平等の立場で力を合わせ

　　　るへきときだと思います。国民生活の安定と向上，豊かな文化の発展，民主主義

　　の擁護と確立，平和 ・中立 ・非同盟の目本の実現のために，革新的世論をもりあ

　　げ革新統一の輸をひろげる事業にとりくむべきときだと思います。そのため，自

　　　由に討論しあい，探求しあい，できることから協力 ・共同をすすめていきましょ

　　　う 。

　　　　もちろん，困難は山ほどあります。しかし今目の情勢は戦前の暗黒時代とはあ

　　　きらかにちがいます。平和と民主主義をねがう国民の運動は大きく発展してお

　　　り ，国政革新への願望は根深いものがあります。私たちが力を合わせてとりくむ

　　たらぱ，困難に一うちかって前進することはげっして不可能ではありません。たぜ

　　なら，この事業は歴史の流れを前にすすめるものであり ，幾千万国民の良識と良

　　心を代表するものであると信ずるからです 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８）
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　すでに，４７都道府県に革新懇話（談）会が結成され，この結成総会に参加，賛

同されている個人と団体は３９０万に達しています。全国革新懇の前途には，大き

な展望があります。それだげに，その責任と使命もまた重犬です。私たちは１９８０

年代を革新統一戦線の結成と前進の時代にするために奮闘します。

　全国のみたさん

　私たちの運動が，全国段階で，都道府県段階で，市区郡町村段階で網の目のよ

うにひろがるよう ，お力ぞえをおねがいします。この網の目が現代の悪政を大き

く包囲Ｌていくたらは，平和と民主主義，国民生活向上の国政革新をたしとげる

力となり ，同時に明るい，住みよい，美しい郷土建設の力にもたるでしょう 。

　平和と民主主義，生活向上をめざし，目本の進歩と革新をねがう多くの団体 ，

個人のみたさんが，訴えに賛同され，この運動にすすんで参加してくださるよ
う， ここに結成総会の名において心をこめてよびかけます 。

　　　１９８１年５月２６目

　平和 ・民主主義 ・革新統一をすすめる全国懇話会

６　非核の政府を求める会（１９８６一）

　１９４５年８月６目 ・広島，８月９目 ・長崎の悲劇を出発点にして，人類は
‘‘

核

の恐怖”の時代にはい った。第２次大戦後の４０年は，核戦争の危険から人類が

いかに免れるかを課題とするたたかいの連続であ った。１９５０年のストックホノレ

ム・ アピーノレの署名運動にはじまる国際反核運動，１９５４年の第５福龍丸被災に

はじまる目本を中心とする原水爆禁止運動の発展過程については改めてくりか

えさないが，核戦争阻止 ・核兵器廃絶は革新統一戦線運動の緊急最重要課題で

あるとともに，いまや世界政治の日程にのぼりはじめる具体的課題とたってき

た。 このなかで非核の政府を求める政治運動が，明確な目標をもつと同時に広

範な国民的合意を移成する条件をもっ た新しい運動として浮かびあがってきた 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
この運動のイニシアチブをとっ たのは目本共産党であ った 。

　１９８６年５月１９目，東京で「非核の政府を求める会」の結成総会が開催された 。

そこでは，◎全人類共通の緊急課題として核戦争防止，核兵器廃絶の実現を求

める。◎国是とされる非核３原則を厳守する。　目本の核戦争化へのすべての

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９）
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措置を阻止する。＠国家補償による被爆者援護法を制定する。◎原水爆禁止世

界大会のこれまでの合意にもとづいて国際連帯を強化する，など国民共通の目

標を中心にｒ非核の政府」の実現をめざすために結集することが合意され，す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
でに個人１，３５０人と団体５０が賛同していることが報告された

。

　　「思想 ・信条の相違をこえた国民的運動」をめざして「非核の政府を求める

会」は発足したのであるが，　「戦後政治の総決算」路線のもとで自民党だげで

なく各野党も
‘‘

共産党を除く” 態度に固執し，むしろ自民党との連合路線追求

に煩斜し，“翼賛体制化”が指摘されるこんにち，すでに結成総会の席上でも

論議の一焦点にたった共産党へのこだわりの解消が，この国民運動発展の鍵と

なるであろう。さらに，革新懇運動と非核の政府を求める会の運動は屋上屋を

架すものではないか，あるいは参加団体となることによっ て上下関係が生ずる

のではたいか，といった疑間が出されている。これらの問題を理論的 ・実践的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
に解明し・整序していくことが，当面する統一戦線運動の課題であろう 。

　　１８）　目本共産党は１９８４年１０月の第９回中央委員会総会で「非核の政府」を提唱した

　　　が，８５年１１月の第１７回大会の決議は，「¢核戦争阻止 ・核兵器の緊急廃絶，　非

　　　核３原則の厳守，　日本を核戦場化に導くいっさいの措置に反対，＠被爆者への

　　　国家補償，◎原水爆禁止世界大会の積極的伝統を生かしての国際連帯，の５項目

　　　を実現する政府」すたわち「非核の政府」の実現をめざして，ｒ非核 ・平和の戦

　　　線をつくる」ことを新たに広範な国民によびかげた。そして党幹部は各界団体の

　　　代表と会談を重ねて，この提唱の趣旨を説明し，意見を交換した。その結果，共

　　　産党代表を含む各界有志の合意にもとづく 口乎ぴかけでｒ非核の政府を求める会」

　　　の結成にすすんだ 。

　１９）そこで採択された「国民への訴え」の全文を紹介しておく
。

　　　　私たちはｒ非核の政府を求める会」の繕成総会に当たって，国民のみなさんに

　　　心から訴えます 。

　　　　非核の政府を実現することは，目本にうまれた私たちの悲願であり ，また国際

　　　的責務でもあります。同時に，これはまた，国の政治は国民の意思にもとづいて

　　　なされるべきであるとする国民主権確立のための運動でもあるのです 。

　　　　 この世の中に核兵器が存在するかぎり ，核戦争が起こる可能性はたえずありま

　　　す。しかも，核兵器は人類を何１０回も皆殺しにできるほど蓄積され，今日も核軍

　　　拡競争は続げられています。人類を核戦争による絶減の危機から救う唯一のみち

　　　が核兵器を直ちに廃絶する以外にないことは明らかであります。この緊急た世界

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０）
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　史的課題は，内外の世論の高まりを背景に，世界政治の場で核兵器廃絶計画が提

　起されるなど，その実現への貴重た機会をいま迎えつつあります 。

　　 この課題の実現にとっ て， 人類史上，核兵器の攻撃をうげた最初にして唯一の

　被爆国である目本国民の責任は，決定的に重要であります。すでにヒロシマ ・ナ

　ガサキからのアピー ル署名が１，９５０万人と集まり ，９６８の自治体が非核宣言をお

　こなっていることからわかるように，国民の圧倒的大部分は，核兵器と核戦争に

　反対しております。しかし，この国民の声は，残念ながら，目本国政府の核兵器

　政策をいまだにやめさせるまでに至っておりません 。

　　目本国政府は，被爆国の代表として，この国民の声を反映し，核兵器廃絶のた

　めに国際政治の先頭に立って全力をかたむげる義務があります。しかるに，これ

　まで政府は，この義務を怠るのみたらず，逆に，直接 ・問接にアメリカの核戦略

　に積極的に協力してきました。これは，口先きだげで核兵器廃絶をうたいながら

　それを究極目標としてたなあげにし，核戦争の危険をかえって増大させるもので

　す 。

　　私たちは，このような政府の核兵器政策を容認することはできません。私たち

　は，ここに¢全人類共通の緊急課題として核戦争防止，核兵器廃絶の実現を求め

　る，　国是とされる非核３原則を厳守する，　目本の核戦場化へのすべての措置

　を阻止する，＠国家補償による被爆者援護法を制定する，　原水爆禁止世界大会

　のこれまでの合意にもとづいて国際連帯を強化する一をかかげ，これを実現し

　うる政府すなわちｒ非核の政府」を求める会を結成し，思想 ・信条の相違をこえ

　た国民的運動を展開することにいたしました 。

　　国民のみたさんが，１人でも多く ，私たちの会のこの趣旨に賛成され，運動に

　参加されることを，心から希望するものであります。全国津々浦々に至るまで ，

　すべての都道府県，市区町村に，この会が綱の目のようにつくられ，多くの団

　体，個人が参加されるならぱ，かたらずやｒ非核の政府」は実現するでありまし

　ょう 。その目が１目も早く来るよう ，本目の結成総会に参加した私たちは，国民

　のみなさんと共に努力する決意をここにあらためて表明するものであります 。

　　　　１９８６年５月１９目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｒ非核の政府を求める会」結成総会

２０）　ｒ革新懇と非核の政府を求める会」の関係にふれて，それぞれの運動の提唱者

　の役割を担った共産党を代表して，宮本顕治議長はさきの８６年５月２６目の全国革

　新懇第６回世話人総会で発言している（「赤旗」５月３０目付）。

　き ょう ，私は，先般できましたｒ非核の政府を求める会」と革新懇の関係につ

いて若干のべてみたいと思います。われわれのこの全国革新懇というのも共闘組

織です。それにｒ非核の政府を求める会」も共闘組織です。これがどういう関係

　　　　　　　　　　　　　　（４ユ）
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　　にあるか。一帥こは革新懇がｒ非核の政府を求める会」に入れば，革新懇の独立

　　性や自主性が失われるのではたいかというような議論があったかのようにきいて

　　いますが，そうではありません 。

　　　　２つの会の関係は上部，下部の関係ではありません。ｒ非核の政府を求める会」

　　　もひとつの共闘組織で，そして革新懇というわれわれの会も共闘組織であ って ，

　　両者はどういう点でかかわりあうかというと，反核，非核という点，この問題で

　　共通点がある 。

　　　　「非核の政府を求める会」は，非核のｒ政府」を求めるというはっきりした目

　　標を出した点で，目本の非核団体では初めてのものです。ですから，そこに独自

　　性があるし，新しい発展がある。これは非常に画期的なことです。今日の内外の

　　反核運動のなかで，目本でｒ非核の政府を求める会」ができた，当然，その前の

　　前提としての共通の合意というものもありますが，こういうものができたという

　　 ことは，非常に大きた意味があると思います 。

　　　共闘の組織問の共同というものがありますが，こんどの場合，私たちの全国革

　　新懇という団体がｒ非核の政府を求める会」に参加したわげです。これはそうい

　　　う移での共同の一つです。そういう組織に参加しないで一時的に共同をやるとい

　　　うこともありますが，しかし「非核の政府を求める会」というのは，長期的な重

　　要た目標を掲げている団体ですから，一時的に，ちょっといっしょに集会をやる

　　というようたことでは解決ができない 。

　　　したがって，革新懇自身が共闘組織であるけれど，「非核の政府を求める会」

　　という共闘組織に参加する。これは，ｒ非核の政府を求める会」に入って，その

　　下部組織に．なったというものではげっしてありません。そこを理論的にはよくつ

　　かむ必要があると思います 。

　　　また，そういう場合に大事なことが二つあります。１つは，共闘組織として正

　　確な目標を掲げるべきであるという点です。もちろん政党ではありませんから ，

　　運営もゆるやかであるしまた目標もギリギリの最小限のものであります。しかし

　　正しい目標がないと，たとえばただ核兵器をいつの目にかたくせばいいんだとい

　　うような願望，事実上核兵器廃絶はたな上げというような目標になりますと，こ

　　れは自民党も口先ではそういうことをいっているわげですから，それでは，いま

　　必要な目標としての切実性を欠き，大衆を動かし，内外を動かしていくという力

　　にたらない。したがって私は，ｒ非核の政府を求める会」の趣意謝こあるよう次

　　五つの目標というものが，やはりどうしても共闘組織としてギリギリ必要なもの

　　であ って，その上に，その合意の上に非核の政府を求めるという方向がだされた

　　という点は，大変正しいと思います。

　　　第２に，参加している顔ぶれも，こういう革新統一の会と違ってその方面でず

　　 っと働いてこられた方，あるいはその方面で実績のある方，ユニークな１方が思

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４２）
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想， 信条の相違をこえてｒ非核」の会にははいっ ており ，広範であるということ

です。そういう顔ぶれであ ってげっして屋上屋を架すものになっていない。この

「非核」の会の創立総会で，全国津々浦々に，多くの団体と個人の参加を網の目

のようにひろげていこうということにたりました。そういうことが求められてい

るということは，やはりｒ非核」の会がそうした意味で独特の立場，非常に広範

で， しかし筋の通った立場に立っており ，そういう組織がいま日本に求められて

いるということです。そういうただひとつの団体として，ｒ非核の政府を求める

会」が生まれた 。

　き ょうの報告のなかで，この会にわれわれの会が参加したことは非常に意義が

あるといわれていますが，これは，文字どおりそうであります。「革新３目標」

のなかで一つの点で共通点があるわけですから，その点で共同する。ですから ，

「非核の政府」をいい出したのが目本共産党だったとかいう点は，それが人民の

ひろい要求で，正しい要求であり ，また，その共闘組織が正しく ，共闘組織らし

い運営方法や原則でつくられていれば，それは問題にならないことです。そうい

うことを間題にして，それにヶチをつげるということになれぱ，結局，一種の反

共分裂主義のあらわれということで批判されてもしかたがないと思うのです 。

　たくさんの問題がありますが，き ょうの報告のなかで新しく出てきた「非核の

政府を求める会」についてのべ，５月の末にそういう組織が発足したことが，国

際的国内的に大きな実りあることを希望し，そういう実りのために，この革新懇

としても努力するのは当然であるということをお話しして，私の発言を終わりま

す。

　統一戦線とは，１党１派の力では達成できない共通の目標と任務を，政党や

民主団体や民主的人士の力を結集することで達成しようとする組織的政治運動

であり ，その成否が目本の未来を左右する，というのか小論の結ひである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９８６年６月６日脱稿）
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